
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主　　　　　文
１　被告は，原告Ａに対し，２１１２万２８１８円及びこれに対する平成１３年６月３０日

から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を，原告Ｂ及び原告Ｃ各自に対
し，２２０８万０４４０円及びこれに対する平成１３年６月３０日から支払済みまで年５
パーセントの割合による各金員を支払え。

２  原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用はこれを３分し，その２を被告の，その余を原告らの各負担とする。
４　この判決は，１項に限り仮に執行することができる。

事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判

１　請求の趣旨
(1)　被告は，原告Ａに対し，３６０６万２６６２円及びこれに対する平成１３年６月３０

日から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を，原告Ｂに対し３１３５万
０３６３円及びこれに対する平成１３年６月３０日から支払済みまで年５パーセント
の割合による金員を，並びに，原告Ｃに対し３１３５万０３６２円及びこれに対する
平成１３年６月３０日から支払済みまで年５パーセントの割合による金員を，それ
ぞれ支払え。

(2)　訴訟費用は被告の負担とする。
(3)　仮執行宣言

　２　請求の趣旨に対する答弁
(1)　原告らの請求を棄却する。
(2)　訴訟費用は原告らの負担とする。

第２　事案の概要
本件は，被告の従業員であったＥの相続人である原告らが，Ｅは被告の業務遂

行に係る長時間労働，過重な業務内容及び不本意な異動の内示等（以下，あわせ
て「長時間労働等」ともいう。）に起因するうつ病を発症し平成８年２月１５日に自殺
したと主張して，雇用契約上の健康配慮義務違反（安全配慮義務違反・民法４１５
条）に基づき，Ｅの死亡による損害に関する損害賠償金及びこれに対する訴状送
達の日の翌日である平成１３年６月３０日から支払済みまで民法所定の年５パーセ
ントの割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

１　争いのない事実等（証拠により明らかに認められる事実については末尾に証拠を
示した。）
(1)　当事者

ア　原告Ａは，Ｅの配偶者であり，原告Ｂ及び原告Ｃは，Ｅの子である。
イ(ア)　被告は，レストランの経営，飲食及び喫茶営業等を目的とする株式会社

である。
(イ)　被告の業務概要

Ｅが死亡した平成８年２月当時，被告が経営する店舗は７店舗で，店長
は６人であった。
ａ　ｈi店（以下「i店」という。）
ｂ(ａ)　ｈｊ店（以下「ｊ店」ともいう。）

(ｂ)　ｒｊ店（なお，店長はｈｊ店店長と兼務である。）
ｃ　ｋｍ駅前店
ｄ　ｓｍ駅前店
ｅ　ｎo店
ｆ　ｐo店

(ウ)　被告の経営体制
平成８年２月当時，被告の代表取締役はＦ（被告では会長職にあったと

ころ，以下「Ｆ会長」という。）及びＧ（被告では社長職にあったところ，以下
「Ｇ社長」という。）の２名であり，取締役はＦ会長，Ｇ社長，Ｄ（被告では専務
職にあったところ，以下「Ｄ専務」という。）及びＨ（被告ではｊ店店長及び営
業部長を兼務していたところ，以下「Ｈ営業部長」という。）の４名であった。

なお，Ｆ会長は被告の実質的なオーナーであり，Ｄ専務はＦ会長の子で，
Ｇ社長はＤ専務の夫であった。

(2)　Ｅと被告との間の雇用契約及びＥの被告における経歴
ア　Ｅは，昭和２２年１月２日生まれで，被告との間で，昭和５０年７月１６日，ア

ルバイトとして雇用契約を締結し，その後，同年９月，正社員として雇用契約
を締結した。



イ　Ｅは，ｈｊ店に当初配属され，昭和５７年６月からｈｔ店店長として，昭和６１年２
月からi店調理場主任（以下，調理場主任を「チーフ」という。）として，平成４年
７月からi店店長として，被告に勤務していた。

(3)　Ｅの平成７年１月２１日から平成８年２月１４日までのタイムカードによる出勤日
数及び労働時間等

平成７年１月２１日から平成８年２月１４日までの出勤時間及び退勤時間並び
に労働時間は，タイムカードによれば，別紙平成７年１月２１日ないし平成８年２
月１４日におけるＥの労働時間記載のとおりであり，各期間の労働日数及び合
計労働時間等は以下のとおりである（乙４《枝番含む》）。
ア　平成７年１月２１日から翌２月２０日まで（３１日間）

(ア)　出勤日数　　　２９日
(イ)　休日　　　　　　２日
(ウ)　合計労働時間　３４５時間１４分
(エ)　平均労働時間（１日当たり，特に記載しない限り，以下同じ。）

約１１時間５４分
イ　平成７年２月２１日から翌３月２０日まで（２８日間）

(ア)　出勤日数　　　２６日
(イ)　休日　　　　　　２日
(ウ)　合計労働時間　３３４時間３３分
(エ)　平均労働時間　約１２時間５２分

ウ　平成７年３月２１日から翌４月２０日まで（３１日間）
(ア)　出勤日数　　　３０日
(イ)　休日　　　　　　１日
(ウ)　合計労働時間　３５５時間２１分
(エ)　平均労働時間　約１１時間５１分

エ　平成７年４月２１日から翌５月２０日まで（３０日間）
(ア)　出勤日数　　　２９日
(イ)　休日　　　　　　１日
(ウ)　合計労働時間　３３４時間５２分
(エ)　平均労働時間　約１１時間３３分

オ　平成７年５月２１日から翌６月２０日まで（３１日間）
(ア)　出勤日数　　　２８日
(イ)　休日　　　　　　３日
(ウ)　合計労働時間　３５６時間４２分
(エ)　平均労働時間　約１２時間４４分

カ　平成７年６月２１日から翌７月２０日まで（３０日間）
(ア)　出勤日数　　　２８日
(イ)　休日　　　　　　２日
(ウ)　合計労働時間　３３５時間２６分
(エ)　平均労働時間　約１１時間５９分

キ　平成７年７月２１日から翌８月２０日まで（３１日間）
(ア)　出勤日数　　　２９日
(イ)　休日　　　　　　２日
(ウ)　合計労働時間　３５８時間３４分
(エ)　平均労働時間　約１２時間２２分

ク　平成７年８月２１日から翌９月２０日まで（３１日間）
(ア)　出勤日数　　　２９日
(イ)　休日　　　　　　２日
(ウ)　合計労働時間　３４２時間１４分
(エ)　平均労働時間　約１１時間４８分

ケ　平成７年９月２１日から翌１０月２０日まで（３０日間）
(ア)　出勤日数　　　２８日
(イ)　休日　　　　　　２日
(ウ)　合計労働時間　３５５時間３７分
(エ)　平均労働時間　約１２時間４２分

コ　平成７年１０月２１日から翌１１月２０日まで（３１日間）
(ア)　出勤日数　　　２８日
(イ)　休日　　　　　　３日



(ウ)　合計労働時間　３４７時間４０分
(エ)　平均労働時間　　１２時間２５分

サ　平成７年１１月２１日から翌１２月２０日まで（３０日間）
(ア)　出勤日数　　　２８日
(イ)　休日　　　　　　２日
(ウ)　合計労働時間　３５４時間０４分
(エ)　平均労働時間　約１２時間３９分

シ　平成７年１２月２１日から平成８年１月２０日まで（３１日間）
(ア)　出勤日数　　　２７日（ただし，平成７年１２月３１日及び平成８年１月１日

については，平成７月１２月３１日午後６時０６分から平成
８月１月１日午前４時２３分までの連続勤務であり，あわ
せて１出勤日として考慮した。）

(イ)　休日　　　　　　４日
(ウ)　合計労働時間　３２１時間５３分
(エ)　平均労働時間　約１１時間５５分

ス　平成８年１月２１日から翌２月１４日まで（２５日間）
(ア)　出勤日数　　　１９日
(イ)　休日　　　　　　６日
(ウ)　合計労働時間　２０８時間４３分（なお，タイムカード上，平成８年２月１０

日の出勤時間は午前１０時２５分，退勤時間は午後１０時
００分であり，労働時間は１１時間３５分であるが，Ｅは，
同日午前１０時２０分ころ発生した階段での後記転落事
故により遅くとも同時４９分からは京都四条病院にて診療
を受けていた《甲１０》から，同日の労働時間は考慮して
いない。）

(エ)　平均労働時間　約１０時間５９分
セ　平成７年１月２１日から平成８年２月１４日まで（３９０日間）

(ア)　出勤日数　　　　　　　　　　３５８日
(イ)　合計労働時間　　　　　　　　４３５０時間５３分
(ウ)　平均労働時間　　　　　　　　　約１２時間０９分

ソ　平成７年１月２１日から平成８年１月２０日まで（１年間《１２か月・３６５日》）
(ア)　出勤日数　　　　　　　　　　３３９日
(イ)　合計労働時間　　　　　　　　４１４２時間１０分
(ウ)　平均労働時間　　　　　　　　　約１２時間１３分
(エ)　１か月当たりの平均労働時間（上記(イ)の合計労働時間を１２で除したも

の）　　　　　　　　　　　　約３４５時間１１分
(4)　Ｅの自殺

Ｅは，平成８年２月１４日のi店での勤務を終えて，翌１５日午前１時１５分ころ，
京都市ａ区内の団地の４階から投身自殺を図り，全身打撲による内臓破裂によ
り死亡した（以下「本件自殺」ともいう。）。

(5)　相続
原告らは，Ｅの死亡により同人を相続し，その相続割合は法定相続分に従い

原告Ａの相続割合は２分の１，原告Ｂ及び原告Ｃの相続割合はそれぞれ４分の
１である。

２　争点
(1)　Ｅの長時間労働等の有無
(2)　上記長時間労働等とＥの自殺との間の相当因果関係の有無
(3)　被告のＥの長時間労働等に関する安全配慮義務違反の有無
(4)　損害額
(5)　過失相殺の可否

３　争点に関する当事者の主張
(1)　争点(1)について

ア　原告らの主張
(ア)　i店について（この項は，Ｅの同店店長就任時である平成４年７月当時の

ものである。）
ａ　i店の規模等

(ａ)　i店は，昭和５９年３月，被告が経営していたナイトクラブ「ベラミ」（以
下「ベラミ」という。）の跡地に新規開店した店舗であり，対外的にも対



内的にも被告の中心店舗として位置づけられ，被告の屋台骨として社
運を賭けた唯一の自社店舗であった。

(ｂ)　i店は，Ｅの店長就任時には，２階客席（約１００席）及び３階宴会用
座敷（５０席）の規模で，和食を中心とする会席料理を基本とし，宴会
もあわせて取り扱っていた。

ｂ　i店の営業時間
i店の営業時間は午前１１時から午後９時３０分までであり，従業員の

勤務時間は午前８時から午後１１時までであった。従業員は，上記勤務
時間内において，交代制で１日９時間（休憩１時間）就労することとなって
いた。

ｃ　i店の定休日
(ａ)　i店の休業日は８月の第４水曜日と元旦の２日だけであった。
(ｂ)　しかも，８月の第４水曜日は全店のレクリエーション日なので従業員

は休日ではなく，元旦も大晦日から元旦の朝方まで深夜営業していた
ので休日とはいえないものであった。

(イ)　i店店長の業務内容
ａ　店舗の営業管理全般

(ａ)　店長は，開店前の掃除・開店準備から閉店後の片付けまで，店の営
業の最終責任者として営業が円滑に行われるように店舗全体に目配
りし，従業員を指導監督しながら雑用も含めて自ら率先して業務全般
を実践していた。

(ｂ)　被告はＥが店長として一定の裁量を有していたこと及びi店では各部
門にマネージャー１名ずつ２名及び調理場チーフがいたことからＥの
業務が過重ではなかったと主張する。

しかし，Ｅの業務内容は，Ｅがi店店長として一定の裁量を有してい
たとしても，店長業務の質及び量において過重であった。また，勤務
時間は，与えられた仕事の内容や量によって決定されるもので，自己
の裁量で決められるものではなく，Ｅの過重な業務内容に応じて，必
然的に長時間労働を強いられていたものである。

さらに，i店の体制も，確かにマネージャーは２名配置されていた
が，昼と夜で１名ずつ勤務していたものであるし，しかも，平成７年後
半からは，昼出勤のマネージャーは産休や育休でかなりの期間を休
んでおり，マネージャーの配置により，Ｅの業務が軽減されていたとは
いえない。

ｂ　客からの注文，調理，提供の管理及び采配
(ａ)　店長は，来店中の客からの注文伝票がきちんと並べられているか

否か，調理場の調理師が注文を正確に把握して調理しているか否
か，出来上がった料理をフロアの者が客にきちんと提供したか否かに
ついて常時チェックし，臨機応変に采配を行っていた。なお，i店ではこ
の業務を「花番」と呼んでいた。

(ｂ)　被告は，Ｅが，ベテランのアルバイト従業員に花番を任せていた旨
主張する。

確かに，Ｅの部下の従業員が花番を行うこともあった。
しかし，部下の従業員は，Ｅが他の仕事でできないときに代行して

いただけであるし，Ｅは，店長として，平日の繁忙時及び日祭日の終
日，花番を行っていた。

(ｃ)　そして，花番は，注意して処理することが要求される立ち詰めの業
務であり，特に混雑時には処理が錯綜し，身体的にも精神的にも非常
に疲れる業務であった。

ｃ　会計管理
(ａ)　日々の伝票（売上，仕入れ，経費）の記帳・管理，売上金の管理・保

管等は店長の業務であり，責任の重い業務であった。
Ｅは，店長として，１時間ごとにこれらのチェックを行い，閉店後には

当日の集計，記帳，現金確認，保管を行っていた。
(ｂ)　被告は，マネージャーが会計管理を行うことがあり，営業時間中の

中間点検作業は単純かつ短時間の作業であったと主張する。
しかし，マネージャーが１時間ごとの売上伝票とジャーナルとの照

合の中間点検作業を行うことがあっても，店長は，必ず，営業時間終



了後には，時間ごとの計算が合っているかどうかの検算及びレジスタ
ーの中の金員の金額の確認を行うことになっていた。そして，計算が
合わないことも度々あり，それが合うまで計算せざるをえなかったので
ある。

ｄ　従業員の手配，管理及び交代要員の確保
(ａ)　従業員は，営業時間中，交代で出退勤するが，その手配，管理，休

業・欠勤時の交代要員の確保といった従業員の出勤管理も店長の仕
事であった。

(ｂ)　被告は，従業員の出勤管理は１週間ごとに行われ負担となるような
業務量ではないと主張する。

しかし，従業員の出勤管理は，学生のアルバイト従業員も多かった
ことから従業員との連絡が取り難い上に不規則な出勤の希望があり，
１週間ごとの作業の他に，突発的に調整を行うことがあったり，出勤に
難色を示す従業員を説得したりして，苦労することも度々であった。

ｅ　店長会議への出席
被告では全店舗の店長会議が月に２回開催され，Ｅは，店長として，

これに出席していた。そして，月途中の店長会議では，前月の売上実績
に基づき，その成績評価が行われ，月末の店長会議では来月の売上目
標として対前年比で５ないし１０パーセントの売上増が要求された。

また，月２回の店長会議の他にもしばしば臨時の店長会議が開かれ
ていた。

ｆ　顧客の確保と宴会時の接客
(ａ)　i店は，他の店舗と比べて宴会場も広く，宴会客を多人数を収容でき

たから，宴会による売上の確保が要請されていた。そして，午後８時
以降開始の宴会が行われることもあり，多い場合には，同一会場で夕
方から宴会を３回転させなければならないこともあった。

(ｂ)　被告は，被告では営業活動を担当する専任の営業職がおり，上記
業務は専らこの営業職が行っていたと主張する。

確かに，被告には営業職がいたが，それは被告専属の従業員では
なく，専属的に勤務していたのは当初の一，二か月のみで，しかも，給
与が出来高制だったので，勤務実態がないような状態であった。

その結果，i店の営業活動には，営業職のみではなく，Ｅも関与せざ
るをえなかった。

(ｃ)　また，被告は，宴会時の客への対応は，宴会担当の店員が行って
おり，店長が行うのは宴会の幹事への挨拶程度であったと主張する。

しかし，店長は，宴会の際には裏方として，従業員に対する様々な
指図を行い，料理の出し方，食器の出し下げのほか，花番のような仕
事もこなさなければならなかった。

(ｄ)　顧客の確保が他の店舗以上に要求され，かつ，宴会用座敷があっ
たことから宴会の予約確保に苦労した。これらは，他の店舗にはない
i店特有の業務であり，宴会時には客への対応や交流に努め，再度利
用してもらえるよう接客する必要があった。

ｇ  Ｇ社長及びＤ専務への対応
i店には，同店の敷地内に親会社の事務所があったことから，Ｇ社長

やＤ専務が毎日のように来店してＥに対して様々な指示や要求を行っ
た。また，Ｇ社長，Ｄ専務等の役員はi店３階座敷を接待用として使用し，
遅い時間帯に「今からみんなを連れて行く。」と急に連絡して宴会を行
い，そのため，Ｅが多数の客を遅くまで接待しなければならないことも度
々あった。

また，Ｇ社長，Ｄ専務等の役員は，昼食時の多忙な時間帯に突然やっ
てきて，メニューにない料理を作るよう命じたりもした。

Ｅは，上記のような役員の営業時間を無視した「わがまま」な要求にも
応じなければならず，いわばオーナー一族の番頭役（お守り役）までさせ
られていた。

(ウ)　Ｅの長時間労働
ａ　Ｅの死亡前の平成７年１月２１日から平成８年１月２０日までの３６５日

間）の労働時間をタイムカードにより計算すると，１(3)ソのとおりであり，
また，１日の拘束時間は１０時間から１３時間という日が圧倒的に多く，



合計労働時間は４１４２時間１０分，１か月当たりの平均労働時間は約３
４５時間１１分であった。

法定労働時間は週４０時間であり，これを１か月に換算すると約１７６
時間であるが，上記１か月当たりの平均労働時間に照らせば，Ｅの労働
時間は，法定労働時間の２倍近くに及んでいる。

Ｅは，このような長時間労働を少なくとも平成４年７月のi店店長就任時
から死亡に至るまで約３年半にわたって続けてきたものである。

ｂ　被告は，Ｅがアイドル・タイムに昼寝等の休憩しており，上記拘束時間の
すべてが就労に当てられていたとはいえないと主張する。

確かに，飲食店の営業時間にはアイドル・タイムと呼ばれる客の少なく
なることが多い時間帯が存在する。

しかし，アイドル・タイムにおいても，接客以外の業務があり，満足に
休憩できないことがほとんどであった。そして，店長以外の従業員であっ
ても，休憩することなくアイドル・タイム中に交代で１０分くらいで昼食の食
事をし，また，仮に休憩できたとしてもその時間は多くても３０分程度の時
間であり，さらに，Ｅは，店長として他の従業員らが昼食や休憩ができた
かどうかを見ながら差配していたため，アイドル・タイムに昼寝等をして十
分に休憩することはできなかった。

また，店長には，アイドル・タイムに自由に外出するような時間的余裕
などまったくなかったし，Ｅについては，歯医者に行くために数回外出した
ことがあった程度である。

ｃ　また，Ｅの帰宅時間は深夜１２時ころが通常であり，場合によっては午前
１時又は同２時になることも週一，二回あったが，タイムカードにて退勤
の処理をしても，すぐに退社できずに，仕事を済ませてから帰宅していた
ものである。

(エ)　i店の売上ノルマの設定及びＥに対する叱責
ａ　Ｅがi店店長に就任した平成４年７月は，バブル経済の崩壊により売上が

減少し始めたころであった。
Ｇ社長及びＤ専務は，i店は被告の中心店舗であって同店の営業成績

は被告の業績に直結するほどの影響を持っていたことから，同店の売上
減少に危機感を抱き，Ｅに対して売上伸長のための様々な努力を要求し
た。

Ｅはこれにこたえるべく必死の努力をしたが，不況が進む中で平成５
年，平成６年，平成７年とi店の売上は減少し続け，平成６年１２月の冬の
賞与の支給額は従前の賞与の支給額の半額となった。

また，Ｇ社長及びＤ専務はi店を訪ねてはＥを３階の座敷に呼び寄せて
売上減少について叱責し，さらなる売上伸長のための努力を求めた。Ｅ
は，頻繁に，Ｇ社長らの叱責に１時間ないし３時間ほど拘束されて，その
ため通常の業務の処理が遅れて，営業時間終了後の深夜まで業務の
処理に当たらなければならなかった。

ｂ　被告は，売上が伸びないことは不況の影響が大きく，一店長であるＥが
責任を負うべきことではないし，各店の店長会議で営業努力を重ねてき
たのであり，店長会議では売上が伸びないことにつきＥのみが責任を追
及されたわけではないと主張する。

しかし，店長会議では，売上実績に基づく成績評価や売上目標の設
定が行われ，また，臨時の店長会議もしばしば開催されていたことから
すれば，店長会議において，成績評価が悪く，売上目標を達成できなか
った店長に対して責任追及が行われていたことは想像に難くない。

(オ)　飛び込み営業
ａ　平成７年９月ころから，不況によるi店の売上減少が一層激しくなった。

そこで，Ｇ社長は，Ｅに対し，自ら従業員の先頭に立って京都市内の
会社や府庁，市役所などに飛び込みでセールスをしたり，以前に来店し
た客を訪問したり，街頭で宣伝ビラを配布することなどを命じた。

Ｅも，率先して上記セールス活動を行ったが，もともと料理が好きで被
告に入社し長年チーフとして調理場を中心とする業務を行ってきたことか
ら明らかなように，Ｅは自ら押し掛けて店を売り込むようなセールス活動
は苦手であった。そのため，Ｅは，セールス活動により著しい心理的スト
レスを受けることとなった。　



ｂ　被告は，市内のセールス，顧客への訪問，街頭でのビラ配布などの外
商活動はＧ社長の指示ではなく，店長会議で提案されたものであると主
張する。

しかし，ここで問題となるのは，業務内容の決定過程ではなく，店長で
さえも外商活動をやらざるをえなかったというi店の長時間過密労働であ
る。

(カ)　不本意な異動の内示
ａ　Ｇ社長は，平成７年１２月下旬，Ｅに対し，i店店長からｊ店店長に異動さ

せ，Ｈ営業部長をｊ店店長からi店店長に異動させると言い渡した。
この異動は，Ｅにとっては，事実上の降格人事，左遷であった。そし

て，Ｅは，i店の開店以来約１０年間にわたって同店で真面目に働いてき
たところ，自らの存在を否定されるに等しいものであった。

ｂ　なお，被告は，i店は被告の中核店舗ではなく，売上額が多いｊ店が中核
店舗であったとして，Ｅのi店店長からｊ店長への異動が左遷ではないと主
張する。

しかし，①i店は他店と比べて多人数を収容できる宴会場を備えている
こと，②被告においてi店につき「三条本店」との表示がある看板を設置し
ていたこと，③ｊ店はデパート内のテナントであるが，i店はＦ会長の所有
店舗であり，いわば自社店舗というべきこと，④年始の全社従業員の仕
事始めは，i店にて行われていたこと，及び，⑤朝礼，店長会議を初めと
する全社的な行事，並びに，従業員の面接及び入社は，i店にて行われ
ていたことに照らせば，i店が被告における中核店舗である。

また，i店が被告の中核店舗であることは従業員の意識にも浸透して
いた。

とすれば，i店店長からの異動である上記異動は左遷というべきであ
る。

イ　被告の主張
(ア)　i店について

ａ　i店の規模等
(ａ)　i店は，昭和６１年２月，ベラミの跡地に開店した。なお，ベラミは，実

質的経営者を亡Ｉとしてアサヒ株式会社が経営しており，被告とは直接
の関係はなかった。

i店の建物及び敷地は，Ｆ会長個人所有であり，これらを被告の関連
会社である株式会社アサヒ産業が賃借し，さらに被告が株式会社アサ
ヒ産業から転借している。つまり，i店は被告の唯一の自社店舗ではな
い。

また，被告の経営する店舗の中ではｊ店２店舗の売上が最も多く，実
質的な意味で被告の屋台骨を支えていたのはｊ店であった。

(ｂ)　i店はそばと天ぷらを基本としつつ宴会料理として会席料理も一部メニ
ューに取り入れた店舗であった。

(ｃ)　なお，原告らは，i店の看板にて本店との表示をしていたこと及びi店で
被告の年始の行事，朝礼及び店長会議等の行事が行われたことか
ら，i店がｊ店よりも被告において格が高かったと主張する。

しかし，i店に本店と表示された看板を設置したのは，平成１１年９月
ころであって，Ｅの店長在任中は上記看板は設置されていなかったし，
また，そもそも被告においてi店が本店と位置づけられていた実体もな
い。さらに，被告の年始の行事等は，被告の事務所所在の建物内にて
行われることが多く，店舗を会場として使用する場合も，ｊ店では会場と
する場所がないことや正月や早朝（午前９時以前）には入店できないな
どの単純に物理的な制約があったからi店が使用されていたのであっ
て，ｊ店とi店の格の違いから，i店を使用していたものではない。

ｂ　i店の営業時間
i店の営業時間は午前１１時から午後９時３０分までであって，従業員の

勤務時間は，午前９時から午後１０時までであり，従業員の就労時間は交
代制で１日８時間（休憩４５分）であった。

ｃ　i店の定休日
原告らの主張のとおり

(イ)　i店店長の業務内容



ａ　店舗の営業管理全般
店長の業務は，店舗全体の運営を総合的に行うことであり，開店前の

掃除，開店準備，及び，閉店後の後片付けを自ら行うことではない。つま
り，店長は，自己の裁量で，勤務時間を決定した上，部下の店員に業務を
分担させ，具体的な業務は部下の店員に行わせて，店の基本的な業務内
容を把握して，店長はこれを事後監督するものである。さらに，店長の業
務には，業務を分担させられる従業員を育てることも含まれていた。

また，i店には，店長の他に，各部門のパートリーダーとしてのマネージ
ャーが二人及び調理場のチーフが配置され，被告の各店の中で組織とし
て仕事を行っていく体制が最も整っていた。

ｂ　客からの注文，調理，提供の管理及び采配  
(ａ)　i店では，原告らが呼称する花番の作業は，「オフ・ピーク」と呼ばれる

業務が暇な時間帯にはそもそも不要であり，「ピーク・タイム」と呼ばれ
る忙しい時間帯は，昼，夜の時間帯のみであったから，花番の作業は，
営業時間の昼，夜の一部の時間帯のみで行われていた。なお，店長
は，日曜日及び祭日等の繁忙日に花番をすることが多い。

(ｂ)　しかも，Ｅは，花番につき自らの判断で，自ら行ったり，又は，他の店
員に任せたりすることができた。また，平成７年当時i店にはベテランの
アルバイト従業員が勤務していたところ，Ｅは，同従業員が出勤してい
るときは同従業員に花番を任せることが多かった。

(ｃ)　つまり，Ｅにとって花番が過大な負担になることはなかった。
ｃ　会計管理

i店の会計管理は，店長であるＥ，マネージャー，ベテランのアルバイト
従業員の３名で分担しており，また，売上の中間点検作業も行うが，いず
れにしても，単純かつ短時間の作業であって，Ｅにとり過大な負担となって
いたわけではない。

ｄ　従業員の手配，管理及び交代要員の確保
店長は，従業員の手配，管理及び交代要員の確保を行っているが，毎

日の作業ではなく，１週間ごとにスケジュールを各従業員に申告させ，そ
の調整を行うもので，そのこと自体が毎日の業務に負担となるほどの業
務量ではない。

ｅ　店長会議への出席
店長会議は月２回のみである。

ｆ　顧客の確保と宴会時の接客
i店は被告の他店舗に比べれば宴会客を多く確保することが要請されて

いたが，i店以外の店舗では同店舗の性格に応じた他の要請があるから，
上記要請があるからといって，他の店舗の店長よりもi店店長の業務内容
が加重されているものではない。

また，被告には，宴会の予約確保，広報等の営業活動を担当する専任
の営業職がおり，上記業務は専らこの営業職が行っていた。そして，宴会
時の客への対応は，宴会担当の店員が行っており，店長の宴会に伴う業
務は，時々，宴会の幹事へ挨拶する程度であった。

なお，同業者の他店では，被告とは比較にならないほど営業活動が活
発で，営業活動を店長の重要な業務とするところも多いが，被告において
は，営業活動を店長の重要な業務とはしていなかった。

ｇ　Ｇ社長及びＤ専務への対応
Ｇ社長は，i店に隣接して被告の関連会社の事務所があったので，同店

を毎日訪れていたが，Ｇ社長の来訪は職責上当然の行為である。
なお，Ｄ専務はi店に毎日のように来訪していない。
さらに，原告らは，Ｇ社長やＤ専務がＥに対して無理な指示や「わがまま

な」要求を出したと主張するが，このような事実はない。
Ｇ社長及びＤ専務等の被告の役員がi店の３階座敷を接待用に使用し

たことはあるが，被告の営業の一環としての使用であり，しかも，ごく少な
い回数使用したのみであった。

また，Ｇ社長が，遅い時間に急に連絡して，多くの客を連れて来店し，
遅くまで接待を求めたり，昼食の多忙な時間帯に突然やってきて，メニュ
ーにない料理を作ることを命じたりしたことはない。

(ウ)　Ｅの長時間労働



ａ　Ｅの出勤から退勤までのすべての時間が就労時間ではなかった。Ｅは，
店長として，自らの裁量で勤務時間を決定でき，i店では，午後３時から午
後５時までの間は，アイドル・タイムと呼ばれる時間帯であって，この間，Ｅ
は，適宜３階の宴会場等で昼寝などの方法で休憩をしたり，勤務時間中
に外出したりしていた。

ｂ　また，原告らは，Ｅがタイムカードにて退勤の処理をした後も被告の業務
を従事していたと主張する。

しかし，Ｅは，店長として，残業手当は支給されておらず，代わりに勤務
手当及び役付手当が支給されていたので，タイムカード上の退勤の処理
を実際の勤務終了時間より早く行う意味はまったくなく，原告らの主張は
事実に反する。

(エ)　i店の売上ノルマの設定及びＥに対する叱責
ａ　被告では，各店舗の営業目標を定めているが，企業活動として売上を伸

ばすために努力することは当然である。
仮に，被告の営業目標の設定に問題があるとすれば，営業目標の設

定自体ではなく，これにより，社会通念上の限度を超えた労働を強制され
たか否かという点であろうが，被告における営業目標自体には何らの強
制も伴っていなかった。

ｂ　確かに，Ｅがi店店長に就任した平成４年７月は，バブル経済の崩壊によ
り売上が減少し始めたころであり，Ｅもi店の売上増加のため様々な努力を
していた。

しかし，i店等被告店舗での売上の減少は，景気後退を原因とするもの
であって，i店店長であるＥが責任を負うべきことではなく，Ｇ社長及びＤ専
務がＥに対してi店の売上を伸ばすための過度の努力を求めた事実はな
い。

また，被告は，平成６年１２月度には，営業収益の低下にもかかわら
ず，ほぼ前年並みの支給額にてボーナスの支給を行っていたが，平成７
年１２月度には，例年の７割程度の額に減額した支給額での支給を余儀
なくされた。しかし，ボーナスの減額は，i店の従業員のみに対する措置で
はなく，被告全体の営業収益の低下に基づく全店一律の措置であった。

Ｅも，その一員として営業の拡大，コストの削減等の店長会議に加わっ
ていたものであり，Ｅのみが売上が伸びないことの責任を追及されたとい
う事実はない。現に，Ｅは，自ら率先して被告の原価計算のプロジェクトチ
ームのリーダーになり，コストの削減のために様々な提案や検討をしてい
た。

原告らは，Ｇ社長らの叱責によりＥの業務処理が遅れてＥの帰宅が深
夜になっていたと主張するが，Ｅは，タイムカードの記載のとおり，年末年
始の繁忙期においても午後８時から午後１０時ないし同１１時までには退
勤しており，仮にＥの帰宅が午前１時，２時となるのが週一，二回を数える
状況にあったとすれば，Ｅは退勤後直ちに帰宅せず，他の場所に立ち寄
ってから帰宅していたと考えられる。

ｃ　月２回の定例の店長会議以外に店長会議が開催されたことはないし，毎
月の売上目標は，店長と被告経営者との間で，実績分析とこれを踏まえ
た話合いの結果，前年末に年間売上目標が設定されるもので，原告らの
主張するように毎月検討され設定されることはない。しかも，売上目標は，
どのような営利企業でも設定されているものであるし，被告経営者が一方
的に売上目標を設定して店長に押しつけることはない。売上目標は，店長
が自分で策定した原案を基に，店長会議で被告経営者とともに分析・検討
の上，最終的に設定するのであるが，店長の無理な売上目標設定に対し
て，Ｇ社長が「それは無理ではないか。」と逆に目標数値を下げることもあ
った。しかも，売上目標を達成できなかったことによる制裁はまったくなか
った。店長会議において売上が伸びない原因を探り，今後の打開策を検
討するために店長の意見を聞くことがあったとしても，それはむしろ当然の
ことであり，単なるいじめのような不合理な叱責は決してなかった。

(オ)　飛び込み営業
被告の店舗の売上は，平成７年以前から，不況の影響により長期低落傾

向を見せており，平成７年９月ころから格別に激しく減少したものではない。
原告らは，Ｇ社長がセールス活動をするよう命じたと主張するが，店長会



議での提案及び議論の結果，セールス活動をすることになったものである。
しかも，被告には，セールス活動を主に担当する営業職が配置されてお

り，Ｅは，営業職と一緒に，１ないし３回程度セールス活動を行っただけであ
る。

つまり，セールス活動が，Ｅの過重な負担となったことはない。
(カ)　不本意な異動の内示

ａ　Ｇ社長は，平成７年１２月ないし平成８年１月，Ｅに対し，平成８年３月に
i店店長からｊ店店長に異動し，Ｈ営業部長がｊ店店長からi店店長に異動す
ることを打診した。

ｂ　原告らは，上記異動が降格人事又は左遷であると主張する。
しかし，①ｊは被告の重要な取引先であったところ，ｊ店店長は，ｊの役職

者を接待したり，ｊの役職者との間で業務の打合せをすることもあること，
及び，②ｊの売上は被告の他の店舗よりも際だって高かったことから，ｊ店
店長は，i店店長よりも被告において重要なポストであった。そして，現に，
Ｅの前任のｊ店店長であるＨ営業部長はＥのかつての上司で，かつ，当時
の営業部長兼取締役であった。

つまり，Ｅがi店店長からｊ店店長に異動することは降格人事又は左遷で
はなかった。

ｃ　Ｇ社長は，店舗間で店長の人事交流を積極的に行うという方針であった。
この店長の人事交流は各店のばらつきをなくす目的のほか，仕事のマン
ネリ化を防ぎ，仕事の公平化を図る目的があった。

また，Ｇ社長は，Ｅの異動については，Ｅをすべてのメニューの総チーフ
にするつもりで高く評価しており，さらに，Ｅは当初ｊ店に配属されて育って
きたこともあり，古巣に帰るという意味もあった。さらに，Ｇ社長は，Ｅの能
力を高く評価していたため，被告の店舗の中で売上高が最も多く，店長の
業績点も最も高いｊ店の店長への異動をＥに打診したものであった。

なお，労働条件の点から見ても，ｊ店には毎週の定休日があり，営業時
間もi店と比べて若干であるが短い，しかも，宴会場もないから，宴会客の
確保が負担となっていたとの原告らの主張を前提とすれば，Ｅの負担が
軽減する内容になっている。

　　(2)　争点(2)について
ア　原告らの主張

(ア)　Ｅのうつ病の発症を示す行動等
ａ　Ｅには，平成７年９月ころから，頻繁に頭痛，腹痛，下痢及び便秘等の症

状が生じ，Ｅは，よく苛立って原告Ａに八つ当たりするようになった。
また，Ｅは，平成７年１０月１６日の結婚記念日のころには，「やりたくな

い営業の仕事をやらされている。」と珍しく仕事のことで弱音を吐いた。
ｂ　Ｅは，従前疲労困憊状態にあったが，平成７年１２月の異動内示後，そ

の心身に著しい変調を来し，同月末には常に苛立っているようになり（焦
燥感），元気がなく，言葉数も極端に少なくなっていった（思考・行動抑
制）。

ｃ　Ｅは，帰宅後の習慣として，まず，入浴し，軽い食事ないしコーヒーをと
り，テレビのスポーツニュースを見たり新聞を読んだりしながら原告Ａと少
し話をして，就寝していた。

しかし，Ｅは，平成７年１２月ころから，帰宅後，無口になり，いつも話
題にしていたスポーツのことも話さなくなっていった（関心の低下，快楽感
情の消失）。

ｄ　Ｅ及び原告らは，毎年１月２日に，原告Ａの実家にて，親戚と一緒に夜
食を食べて，ゲームに興じていた。

しかし，Ｅは，平成８年１月２日には，夜食に遅れて原告Ａの実家に来
て，とっておいてもらった蟹すきにわずかに箸をつけただけであり（食思
不振），また，そのまま席に座り，ゲームに加わったり，テレビも見たりせ
ずに暗く硬い表情をしていた（関心の低下，快楽感情の喪失，思考・行動
抑制）。

ｅ　Ｅは，原告Ａの誕生日の１月１３日を記念日として非常に大切にしてお
り，例年，原告ら家族と一緒にカラオケにて歌っており，Ｅも３ないし５曲
程度の歌を歌っていた。

しかし，Ｅは，平成１３年１月１３日には，仕事のため原告ら家族とのカ



ラオケの集まりに途中から合流して，自らは１曲も歌わず，また，原告ら
家族の一人が，カラオケの利用時間の延長を提案したときにも，いつもと
違って「何時だと思っている。明日も仕事だ」と苛立って怒鳴った（焦燥
感）。

ｆ　Ｅは，平成８年１月ころから，食欲低下がさらに増強し，「麺類しか喉を通
らない。」「職場で何も食べられなかったのでお粥を作ってくれ。」と原告Ａ
にいうことが多くなり，Ｅの食欲は平成８年２月１４日まで回復することは
なかった。

また，被告のある従業員は，Ｅの死亡後，Ｅにつき「死亡のころは一回
り小さくなったように感じていた。」と言っていた。

ｇ　Ｅは，従前，出勤時に，原告ら家族に「行ってくるぞ」と声をかけていた
が，平成８年１月初頭からは，出勤時に，声を掛けることなく，暗い顔をし
て玄関を出るようになっていた（行動抑制）。

ｈ　Ｅは，従前，服装にも気を遣い，髭も夜に入念に剃っており，また，入浴
好きだった。

しかし，Ｅは，平成８年１月ころから，服装や髭にまったく頓着しなくなり
（関心の低下），「しんどい」と言って入浴を避けるようになった（行動抑
制，全身倦怠感）。

ｉ　i店の従業員が，i店を出た後，財布を取りにi店に戻ると，施錠されていた
ので，レジスターの所にいたＥを扉を叩いて呼んだ。
　しかし，Ｅは，下を向いたまま，茫然自失の状態で立っており，従業員
の呼びかけにもなかなか気づかなかった。そして，Ｅは，財布を取りに一
度戻ってきた従業員に対し，「今帰るのかい。」と言い，その従業員は，Ｅ
店長はどうなっているのかと驚いたことがあった（強度の思考抑制，関心
野の狭窄，うつ病性亜昏迷）。
　また，被告の従業員は，このころのＥにつき「誰が見ても元気がなく，店
長と呼ばれるまで上の空のことがありました。」と言っていた。

ｊ　Ｅは，平成８年２月１日，血尿が出たため，医療法人医仁会武田総合病
院（以下「武田総合病院」という。）泌尿器科を受診し，さらに，不眠，食欲
減退，急に痩せるなどの症状を訴えて，神経内科を受診した。

Ｅは，神経内科では，「三，四日前から考え事をすると，同じことをグル
グル考えてしまう。３日くらい満足に食事摂れない。一，二日前眠り難
い。」と訴えている。Ｅは，「軽いうつ病」と診断され，抗不安剤（デパス），
抗うつ剤（ドグマチール）を処方されたが，精神安定剤を飲んでも効かな
いと言っていた。

ｋ　平成８年２月５日か同月６日ころ，帰宅したＥは元気がなく，原告Ａが事
情を聞くと「このごろ，毎日社長に呼ばれて，長い話で嫌になる。」「今年
になって毎日用事もないのに客席に一人ずーっと座っているので，うっと
うしい。」と答えた。

ｌ　死亡の１週間前ころからは，不眠症も強まり，「よく寝られない。」「何回も
目が覚める。」「睡眠薬を飲んでも効かない。」等と訴えており，「ああえら
ー」，「ああしんど」をよく口にするようになり（全身倦怠，強い苦悩），ため
息様に妙に息を吸い込む動作を終始するようになり（焦燥），動作も緩慢
になっていた（思考・行動抑制）。

ｍ　Ｅは，平成８年２月１０日午前１０時３０分ころ，i店店内にある２階から３
階に上がる階段から転落して背中を打撲し，救急車で京都四条病院に
搬送された（以下，この転落事故を「本件転落事故」という。）。これにつ
き，Ｅは，「足もとがふらついてぼーっとなって落ちた。」と言っていた。

また。Ｅは，このころ，連日食事もほとんどできず，十分に眠られずに
夜中に何度も目が覚めてたばこを吸ったりしていた。

さらに，Ｅは，京都四条病院に駆けつけた原告Ａに対し，Ｅは，「異動
の件で悩んでいる。ノイローゼになっている。」と話した。Ｅは，１週間の
入院を指示されたにもかかわらず，「打撲くらいで入院していられない。」
と言って，翌日無理に退院してしまった。

ｎ　Ｅは，平成８年２月１１日は公休だったので，原告Ｂと電話で話をしたが，
原告Ｂが何を言っても「すまんなあ。すまんなあ。」と言うばかりで，まった
く会話にならなかった(罪責感）。

(イ)　うつ病の概念及び診断



精神障害などの労災認定に係る専門検討会報告書には，労災補償の対
象とすべき精神障害は，原則として，国際疾病分類第１０回改訂版（以下「Ｉ
ＣＤ－１０」という。）第Ⅴ章に示されるように，「精神及び行動の障害」とする
ことが適切であり，その診断は，「診断ガイドライン」によってなれされるべき
であるとされている。

さらに，ＩＣＤ－１０診断ガイドラインによれば，うつ病について次のように
述べている。

すなわち，ＩＣＤ－１０におけるうつ病エピソード（Ｆ．３２．）の診断ガイドラ
インは，「抑うつ気分」「興味と喜びの喪失」「易疲労感の増大」を３典型的
症状とし，他の一般的症状として，①集中力と注意力の減退，②自己評価
と自信の低下，③罪責感と無価値感，④将来に対する希望のない悲観的
な見方，⑤自傷あるいは自殺の観念や行為，⑥睡眠障害，⑦食欲不振を
挙げている。

そして，一般的に（診断は専門医による総合的な見地から行われる。），
(ア)典型的３症状のうち，少なくとも２つと，上記①から⑦の症状のうち少な
くとも２つが存在することが「軽症うつ病エピソード（Ｆ．３２．０）」の診断確定
の必要条件とされ，また，(イ)典型３症状のうち少なくとも２つと上記①から
⑦の症状のうち少なくとも３つ（４つが望ましい）が存在することが「中等症う
つ病エピソード（Ｆ．３２．１）」の確定診断の必要条件とされ，(ウ)典型３症状
のすべて，さらに少なくとも上記①から⑦の症状のうち４つ，そのうち幾つか
が重症であることが「精神病症状を伴わない重症うつ病エピソード（Ｆ．３２．
２）」の確定診断の必要条件とされている。

なお，長時間労働がストレス対応能力を低下させ，うつ病の原因になりう
ることは専門家の指摘するところである。

(ウ)　Ｅのうつ病の発症
前記死亡に至る経緯からすれば，平成７年１２月末ころには，Ｅは，うつ

病の典型３症状である「抑うつ気分」，「興味と喜びの喪失」，「易疲労感の
増大」を示すとともに，「睡眠障害」，「食欲不振」，「集中力と注意力の減
退」，「関心の低下」，「動作緩慢」，「思考・行動抑制」，「強い焦燥感」，「罪
責感と無価値感」といった各症状を示しており，「中等症うつ病エピソード
（Ｆ．３２．１）」と評価すべき状況にあった。そして，平成８年２月ころよりその
程度はさらに悪化し，「精神症状を伴わない重症うつ病のエピソード（Ｆ３２．
２）」となっていたものである。

武田総合病院のＪ医師は，平成８年２月１日から２度ほどＥを診察してい
るところ，同医師もＥをうつ病と診断している。

(エ)　Ｅの自殺とうつ病の関係
上記(ウ)のとおり，Ｅは，平成７年１２月，うつ病を発症し，次第にこれが

憎悪し，平成８年２月には重症化したという経緯に鑑みると，Ｅの自殺は，う
つ病特有の罪責感を伴った自殺念慮に取り付かれて決行したものであり，
「精神障害によって正常な認識，行為選択能力が著しく阻害され，あるい
は，自殺を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態」で行
われたものである。

(オ)　Ｅの自殺及びうつ病と被告における業務の関係
Ｅの自殺及びうつ病の発症は，以下のとおり，業務に起因するものであ

る。
ａ　Ｅの被告における業務

(ａ)　Ｅの自殺直前の８週間の勤務時間は，ほとんどが１日当たり１０時
間３０分ないし１３時間台であり，長時間労働が常態化していた。

(ｂ)　また，Ｇ社長は，しばしば，営業時間の内外を問わず，Ｅを呼びだし
て，i店の売上減少及び売上ノルマの未達成につき叱責していた。

(ｃ)　そして，Ｅが店長を勤めていたi店では，チェーン店の中核店舗であ
る上，宴会客を確保するという他の店舗にはない重要な営業目標が
あったことから，Ｅは，過重な業務への従事を余儀なくされていた。

ｂ　Ｅへの店長という過重な責任と，Ｇ社長から示されるノルマの未達成，Ｇ
社長からの執拗な叱責（いじめに近いものがあったと推測できる。）が，
職場におけるストレスを加えていた。さらに，平成７年１２月には，売上が
伸びないことを理由にｊ店への異動を言い渡され，大きな精神的な衝撃を
受けるに至った。



こうした中で，Ｅは，上記の長時間労働により経営状況の改善を図ろう
と努力したが，不況は深まるばかりであり，一向に営業成績は向上せ
ず，Ｇ社長からは強い叱責と責任追及が強化されるばかりであり，さらに
ストレスが加重されていった。

ｃ　一方，Ｅには，気質的な原因はなく，Ｅの性格的特徴が病的な程度であ
ったとはいえない。

ｄ　以上からすれば，Ｅは，性格的には何ら問題はなく健康的な家庭人であ
ったものであり，職場以外のストレスとなる事項も見当たらず，業務に関
連する出来事による要因によりうつ病に罹患したものとするのが相当で
ある。

ｅ　一般論として，うつ病に罹患することによって自殺に至る危険性は非常
に高くなるといわれている。
　また，うつ病による自殺は比較的軽症な初期及び回復途上に多いとい
われているが，重症うつ病でも，思考・行動抑制は比較的強くなく，一方
で，抑うつ気分や焦燥感の強い場合は「激越うつ病」ともいわれるうつ病
であり，衝動的自殺を遂げやすいことも知られている。
　うつ病においては，その症状である抑うつ気分の存在とともに将来に対
する積極的な展望が不可能となり，本人にとって未来が閉塞されている
ように感じられ，価値観の低下や激しい不安感焦燥感に苦しめられて自
殺念慮に至り，ついには自殺行為につながる場合がみられる。

ｆ　Ｅのおかれた状況は，その後も改善せず，むしろ平成８年１月以降も毎
日のようにＧ社長に呼ばれて売上の追及を受け，ｊ店への異動を命令さ
れ続けるなどされる中，死亡直前一，二週間には，強度の不眠症，全身
倦怠感，苦悩感を示すようになり，さらにうつ病は悪化し，重症化し，死
亡するに至ったものである。

ｇ　なお，京都下労働基準監督署署長も，平成１３年３月１９日付で，業務に
起因するものとして労働災害として認定している。

(カ)　Ｅの自殺に影響した被告における業務以外の要因
ａ　被告は，Ｅにつき不倫関係があったことを主張する。

しかし，仮に，Ｅにつき不倫関係があったとしても，不倫関係を原因に
自殺に至るには，それを巡って，夫婦間での数回にわたる修羅場的葛藤
状態を経ているのが通常であるし，そもそも，Ｅにつき不倫関係があった
ことやＥと原告Ａとの間で修羅場的葛藤状態が生じたことは何ら窺えな
い。

とすれば，Ｅの自殺にその不倫関係が影響したとはいえない。
ｂ　被告は，住宅ローン等の債務を負っていたＥの経済状態がＥの自殺に

影響した旨主張する。
しかし，Ｅが，債務の返済につき悩んでいたり，また，債務超過により

経済的に破綻していたことは窺われない。
とすれば，Ｅの自殺にその経済状況が影響したとはいえない。

イ　被告の主張
(ア)　Ｅのうつ病の発症を示す行動等

ａ　原告らは，Ｅが平成７年秋くらいから異常な状態に陥っていた旨主張す
るが，以下の事実に照らせば，Ｅが異常な状態であったとはいえない。
(ａ)　Ｅは，平成７年の年末，i店の店員であったＫをラーメン店に誘ってお

り，平成８年１月にも，Ｋ及びＬを深夜サウナに誘っており，Ｅに元気が
なかったとはいえない。

(ｂ)　Ｅは，Ｍの自宅まで，同人の長女の出産祝いを持参している。
(ｃ)　Ｕは，i店の常連客であったが，Ｅの自殺の前日である平成８年２月１

４日に，Ｅの接客を受けたが，何らの異常はなかったとする。
ｂ　原告らは，Ｅが平成８年２月５日又は同月６日ころ，原告Ａに対し，「この

ごろ，毎日社長に呼ばれて，長い話で嫌になる。」，「今年になって毎日
用事もないのに客席に一人ずーっと座っているので，うっとうしい。」と言
っていたと主張するが，Ｇ社長が毎日Ｅを呼んで長話をしたとか，用もな
いのに客席に一人でずっと座っていたことはない。

ｃ　本件転落事故が，平成８年２月１０日午前１０時３０分ころ発生し，Ｅは，
救急車で京都四条病院に搬送されたが，翌１１日退院した。

なお，Ｇ社長が自分がかわいがっていたＥの身を心配し，同日の朝一



番で病院に駆けつけ，Ｅを見舞い，その際，病院近くのコンビニエンスス
トアで雑誌を二，三冊購入し，Ｅに渡したところ，非常に喜んでいた。Ｇ社
長は，Ｅに対し，「ゆっくり出ておいでや。」と声を掛けた。さらに，Ｄ専務と
ｊ店店長のＨ営業部長がお見舞いに行ったが，Ｅは，「階段を踏み外した
んです。かっこ悪いことですわ。」とおどけて顔を隠すなど終始明るい表
情であり，体調が悪い又は心理的負担があるような様子はまったくなか
った。それでも，Ｄ専務とＨ営業部長は体調を考えてゆっくり静養するよう
強く要請したにもかかわらず，Ｅはこれを押し切って退院してしまったもの
であって，被告がＥに対し仕事に復帰するよう要請した事実はなく，むし
ろ，ゆっくり休むよう要請していたのである。

ｄ　Ｅは，平成８年２月１３日は，午前９時１５分に出勤して，日中に京都四
条病院で診察を受けた。しかし，Ｅが，同日，Ｇ社長とともにｊに赴き，Ｌ対
して，Ｅが同店店長に決定した旨を伝えたことはない。Ｅは，このころ，理
由は不明であるが，異動に難色を示しており，被告の従業員の間では，
当時のｊｈ店のチーフであるＬとの仲が悪いとの噂があった。

そこで，Ｇ社長は，前日の同月１２日ころ，Ｅ及びＨ営業部長とで，i店
のカウンターで話し合って，i店とｊ店の店長の異動の話は取りやめにする
ことで合意した。

ｅ　Ｅは，平成８年２月１４日午前中に京都四条病院に診断書を取りに行
き，昼前に出勤したが，Ｇ社長に対しチーフに戻してくれとの要請をして
拒否されたこと，及び，Ｈ営業部長から電話で異動について話を受けた
ことはいずれもない。

ｆ　また，Ｅが，被告に対し，特に体の不調を訴え出た事実はない。
ｇ　上記以外に原告らがＥのうつ病の発症を示す行動等として主張する事

実は不知ないし否認する。
(イ)　うつ病の概念及び診断

原告らの主張は不知。
(ウ)　Ｅのうつ病の発症

ａ　Ｅは，原告らが主張するＩＣＤ－１０診断ガイドラインの「Ｆ３２．０　うつ病
エピソード」におけるうつ病の症状を呈していたものではない。

ｂ　Ｊ医師によれば，Ｅの平成８年２月１３日までの症状診断について，「うつ
病になり掛かっているのではないかという程度」であったとの回答であ
り，Ｅはいまだうつ病に罹患していなかったし，仮にうつ病に罹患していた
としても，これが直ちに自殺に結びつくような症状ではなかった。

(エ)　Ｅの自殺とうつ病の関係
Ｅの自殺が被告における業務に起因することは争う。

ａ　①Ｅが，平成８年２月１０日に本件転落事故を起こし，翌１１日，入院の
必要があるのに退院した事実，②Ｅが，同日，原告Ｂとの会話で「すまん
なあ。すまんなあ。」とばかり言って会話が成立しなかった事実，③Ｅが
飛び降りる直前にもＧ社長から強い叱責と責任追及を受けていた事実か
ら，Ｅが，自殺時には，「精神障害によって正常な認識，行為選択能力が
著しく阻害されている状態，あるいは，自殺を思いとどまる精神的な抑止
力が著しく阻害されている状態」に至っていたということはできない。

ｂ(ａ)　なお，原告らは，京都下労働基準監督署も，平成１３年３月１９日付
で，業務に起因するものとして労働災害を認定していることを，Ｅの自
殺が被告における業務に起因することの根拠として主張する。

(ｂ)　しかし，労働災害認定手続は，原告らの一方的な主張に基づいて行
われており，雇用者である被告に対して，反論の機会を与えられず，
そもそも原告らの労災認定手続における主張内容すら知らされていな
いから，その認定が適切であるか否か被告にて検討できないものであ
る。

また，労働者の保護を主目的にした労働災害の認定における「業
務起因性」の判断基準と使用者の健康配慮義務違反を前提に使用者
の民事責任を追及する場合の「因果関係」の判断基準とは，その制度
趣旨から当然異なるものであり，上記「因果関係」の判断より「業務起
因性」の判断基準がその制度趣旨から軽減されている。

(ｃ)　そして，被告及びＧ社長は，上記労働基準監督署からの事実関係
の問い合わせにつき，あえて，Ｅに不利な事情は知らせず，労災認定



に役立つ資料のみを提出した経緯もある。
(ｄ)　とすれば，労働災害認定手続の結果をもって，不法行為の因果関

係が認められるということはできない。
(オ)　Ｅの自殺に影響した被告における業務以外の要因

ａ　Ｅは，自殺当時，約２７００万円の住宅ローン，１５０万円の原告Ｂの大学
進学資金の教育ローン，平成５年１月２７日現在で２８８万円，平成８年１
月２７日現在で１２６万円の被告からの借入れ，及び，原告Ｂへの月５万
円の仕送りを負担していた。

そして，Ｅは，平成８年１月当時，毎月，住宅ローンの支払として約１２
万円，教育ローンの支払として二，三万円，被告への返済金として４万５
０００円，原告Ｂへの仕送り５万円の合計２３万５０００円ないし２４万５００
０円の支払を行い，また，原告Ｂの大学授業料を支払っていた。

Ｅは，現に，住宅ローンの借換えに積極的ではなく，また，以前，自宅
の売却に手間取り，新住居の手付金の支払に困って，まったく眠られな
いほどのノイローゼ状態となり，泥棒にでも入ろうかと思い詰めて，被告
に借入れを求めたという経緯があった。

そして，Ｅの自殺後，上記住宅ローンはＥの死亡生命保険金により支
払われた。

以上の経緯に照らせば，Ｅは，その経済状況に悩んでいたといえる。
ｂ　Ｅが不倫関係にあったことは，被告の従業員の何名かが気づいており，

現に，原告Ａも，被告の従業員にＥの不倫関係の有無を尋ねているとこ
ろである。

また，原告Ａは，平成７年夏以降，Ｅの帰宅が翌午前一，二時になるこ
とが多く，平成８年１月でも，週に一，二回は，帰宅が翌午前一，二時に
なったと供述するが，タイムレコードの終業時間に照らせば，Ｅが，退社
後，どこかに立ち寄って帰宅していたというべきである。

さらに，原告Ａは上記のとおりＥの立ち寄り先を十分に把握していない
ことからすれば，原告ＡとＥの夫婦関係も円満であったとはいえない。

とすれば，Ｅは，不倫関係ないし原告Ａとの夫婦関係に悩んでいたと
いうべきである。

ｃ　以上のとおり，Ｅは，自身の経済状況ないし不倫関係及び原告Ａとの夫
婦関係に悩んでおり，Ｅの自殺の原因はこれらの事情である。

(3)　争点(3)について
ア　原告らの主張

(ア)　健康配慮義務の内容
使用者は，雇用契約に基づき，その雇用する労働者に従事させる業務

を定めてこれを管理するに際し，業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が
過度に蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務
を負う。

(イ)　被告は，Ｅの健康に何らの注意も払わず，何らの配慮もしないままに疲
労を蓄積させ，大きな心理的負荷を与える労働に従事させ，使用者が尽く
すべき業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積して労働者の
心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を怠った。

(ウ)　上記債務不履行が被告の責めに帰すべき事由によらないとはいえない
こと（被告の認識）
ａ　被告は，タイムカードを通じて，Ｅが連日のように１０時間３０分ないし１３

時間に及ぶ長時間労働を行っていたことを知り得た。かつ，Ｇ社長は，i
店に日常的に出入りしていたところ，Ｅがi店に関する売上ノルマ，被告の
中核店舗であるというi店の性格及び被告の他店舗にはない宴会客の確
保という重要な営業目標のために過重な業務に従事していたことを熟知
していた。

また，Ｇ社長は，しばしば，Ｅに対しi店の売上減少の責任を追及して
いたから，売上が回復しないことを理由にｊ店への異動を言い渡すこと
が，Ｅに大きな精神的な衝撃を与えるであろうことは当然予見できたはず
である。

ｂ　また，Ｇ社長らは，i店に近接する事務所にて勤務していたところ，Ｅが平
成７年秋ころから体の不調を訴え同年年末ころからは極度に様子がおか
しくなっていたことを十分に知り得た。



階段からの本件転落事故やＥが同事故により入院が必要であるにも
かかわらず突然退院し会社に出社するというＥの行動は，極めて異常で
あり，これは顕著なものであるから，誰もがその異常性に気づくことがで
きた。

イ　被告の主張
(ア)　健康配慮義務の内容

被告のような中小企業にとって，平成８年当時，従業員に対し原告ら主
張の内容の健康配慮義務を負っているとの認識は，一般的ではなかった。

(イ)　被告の責めに帰すべき事由によらないこと（被告の認識及びＥの自殺の
予見可能性）
ａ　Ｅの体調不良等に関する認識

(ａ)　Ｅは，被告に対して，体の不調につき訴えがなかった。また，Ｇ社長
とＤ専務及びＨ営業部長が，本件転落事故により入院したＥを見舞い
にそれぞれ行ったが，Ｅは「階段を踏み外したんです。かっこ悪いこと
ですわ。」等と言い，明るく対応しており，うつ病の状態などみじんも感
じられなかった。

(ｂ)　そして，以下のとおり医師すらＥがうつ病に罹患していると診断でき
なかった以上，Ｇ社長他被告の従業員も，Ｅの心身の不調を容易に知
り得たものではない。
①　Ｊ医師は，「平成８年２月当時，上記患者が『うつ』であると他人に

告知しない場合，第三者（例えば職場の者）から上記患者が『うつ』
の状態にあることは分かりますか。」との質問に対し，「困難と思わ
れる。」と回答している。

②　京都四条病院のＮ医師も，「上記患者が平成８年２月１１日の退院
時，『うつ』の状態であったと分かりましたか。」という質問に対して，
「分かりませんでした。」と回答しており，さらに，「上記患者が，平成
８年２月１１日の退院時，自己が『うつ』であると他人に告知しない場
合，第三者（例えば職場の者）から見て上記患者が『うつ』の状態で
あることは分かりますか。」との質問に対し，同医師は「ひとつはうつ
の程度によると思いますが，私が外科医ではありますが，２／１０～
２／１１の２日間診察した範囲では，患者Ｅ氏とは初対面で以前の
同氏と比較は不可能ですが，特に精神的に病的な状態と判断しま
せんでした。」と回答している。

(ｃ)　Ｅの被告における業務が過重ではなかったことは上記のとおりであ
り，しかも，下記電通事件第１審判決の事案のように誰が聞いても常
軌を逸した長時間労働の状況になく，被告はもちろん通常人にもＥが
自殺することを予見することのできないことは明らかである。

ｂ　Ｅの死亡時の過労自殺に対する一般的認識
(ａ)　電通事件判決

過労自殺の先例となる東京地方裁判所平成８年３月２８日判決（以
下「電通事件第１審判決」という。）以降，過労自殺に対する認識が一
般的となった。

しかし，Ｅの死亡日は平成８年２月１５日であり，Ｅの死亡時には電
通事件第１審判決により過労自殺に対する認識が一般的ではなかっ
た。

(ｂ)　労災認定に関する通達
Ｅの死亡は，「ＩＣＤ－１０診察ガイドライン」に基づく「心理的負荷に

よる精神障害等に関する業務上外の判断指針」（平成１１年９月１４日
基発第５４４号）以前であった。

ｃ　このような社会的認識の中で，もともと業務起因性の判断自体が困難で
微妙な従業員の「自損行為」である自殺を予見して，その対策をあらかじ
めとること自体，極めて困難な時代であった。そのような状況で，原告ら
は，被告としては，具体的に一体何を認識，予見し，具体的にどのような
措置を講じればよかったと主張するのか，極めて疑問である。

(4)　争点(4)について
ア　原告らの主張

(ア)　Ｅの死亡による損害
ａ　逸失利益　　　　　　　　　　　　　　　５３４６万１０９５円



Ｅ（昭和２２年１月２日生）は，平成７年分の給与及び賞与として総額６
４９万２０００円の収入を得ており，これを基礎収入とし，また，生活費控
除率については３０パーセントを採用するのが相当である。そして，Ｅの
就労可能年数を１８年とみてライプニッツ方式により年３パーセントの割
合の中間利息を控除して計算すると（係数１３．７５３５１），Ｅが本件自殺
により被った死亡逸失利益は，次の算式により，５３４６万１０９５円と算
出される。

６４９万２０００円（基礎収入）×（１－０．３）（生活費の控除）×１３．７５
３５１（中間利息の利率年３パーセントによる１８年のライプニッツ係数）＝
上記金額

なお，我が国では，近時，極めて低金利の状況が続いており，預金利
率は年１パーセントをはるかに下回っている。また，高度経済成長期を
経て，今後，年５パーセントの複利での運用利益を上げることは極めて
困難であると考えられる。そこで，年５パーセントの割合による中間利息
の控除は不相当であり，年３パーセントの割合による中間利息の控除を
行うべきである。

ｂ　葬儀費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５０万円
ｃ　慰謝料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５０００万円
ｄ　合計　　　　　　　　　　　　　　　１億１４００万１４５０円

(イ)　相続
Ｅの上記損害に係る損害賠償請求権を，原告Ａが２分の１の割合にて，

原告Ｂ及び原告Ｃがそれぞれ４分の１の割合にて，相続した。
なお，端数処理上，原告Ｂに２８５０万０３６３円を，原告Ｃに２８５０万０３

６２円を割り当てた。
(ウ)　原告Ａの損益相殺　　　　　　　　　　　２０９３万８０６３円

原告Ａは，本件口頭弁論終結時までに，労働者災害補償保険により，２
０９３万８０６３円の遺族補償年金の支払を受けた（損益相殺後の原告Ａの
請求額は３６０６万２６６２円）。

(エ)　弁護士費用
原告らは，やむなく本件訴訟を原告ら代理人に委任し，その弁護士報酬

として，請求金額の約１０パーセントに当たる金額，すなわち，原告Ａについ
ては４４０万円，原告Ｂについては２８５万円，原告Ｃについては２８５万円を
支払うことを約束した。

イ　被告の主張
上記ア(ウ)の損益相殺は認め，その余は争う。

(5)　過失相殺
ア　被告の主張

(ア)　仮に被告にＥの本件自殺に関し何らかの責任が認められるとしても，以
下のとおりの事情に照らして，賠償額については相当な過失相殺減額がさ
れるべきである。

(イ)　そもそも，自殺は，通常本人の自由意思に基づいてなされるものであ
る。そして，Ｅと同じ環境におかれた者の全員又は多くの者がうつ病に陥っ
て自殺に追い込まれるわけではない。

とすれば，Ｅの自殺は，多分にＥの性格や心因的要素によるところが大
きい。

(ウ)　原告らにおいて，Ｅのうつ状態を異常として感じていた事実があるのであ
れば，被告にこれを告知し何らかの対応を求めるべきであった。

そして，原告らが，遅くとも本件転落事故の際に，被告に対し，上記告知
を行っていれば本件自殺は防げたものと考えられる。

しかし，原告らは，被告に対し，何らの告知も行わなかった。
(エ)　原告らは，Ｅにつき，予約済みの診療を受けさせることなく，また，入院

治療を含めた精神科受診への助言ないし誘導も行うことなく，Ｅのうつ状態
を放置していた。

イ　原告らの主張
被告の主張はいずれも争う。

(6)　原告らの請求のまとめ
よって，原告らは，被告に対して，いずれも，雇用契約上の安全配慮義務違

反に基づき，



ア　原告Ａは，損害賠償金３６０６万２６６２円及び訴状送達の日の翌日である平
成１３年６月３０日から支払済みまで民法所定の年５パーセントの割合による
遅延損害金の支払を，

イ　原告Ｂは，損害賠償金３１３５万０３６３円及び訴状送達の日の翌日である平
成１３年６月３０日から支払済みまで民法所定の年５パーセントの割合による
遅延損害金の支払を，

ウ　原告Ｃは，損害賠償金３１３５万０３６２円及び訴状送達の日の翌日である平
成１３年６月３０日から支払済みまで民法所定の年５パーセントの割合による
遅延損害金の支払を，

それぞれ求める。
第３　当裁判所の判断

１　争いのない事実，証拠（甲４ないし３４，３６ないし４３，４８，４９，５１ないし５７，乙
４，５，１１，１２，１５ないし２０，２４，３９，４３《枝番を含む。》，証人Ｏ，同Ｋ，同Ｌ，
同Ｐ，同Ｇ，同Ｈ，同Ｑ，原告Ａ本人），及び，弁論の全趣旨によれば，以下の事実
が認められる。
(1)　当事者等

ア　原告Ａは，Ｅの配偶者であり，原告Ｂ及び原告Ｃは，Ｅの子であり，Ｅの死亡
により，原告Ａは相続割合２分の１にて，原告Ｂ及び原告Ｃは相続割合４分の
１にてそれぞれＥを相続した者である。

イ(ア)　被告は，レストランの経営，飲食及び喫茶営業等を目的とする株式会社
である。

(イ)　平成８年２月当時，被告の代表取締役はＦ会長及びＧ社長の２名であ
り，取締役はＦ会長，Ｇ社長，Ｄ専務及びＨ営業部長の４名であった。

なお，Ｇ社長は被告の実質的なオーナーであり，Ｄ専務はＦ会長の子で，
Ｇ社長はＤ専務の夫であり，Ｈ営業部長は，営業部長及びｊ店店長を兼務し
ていた。

(ウ)　被告の業務概要
ａ　被告が経営していた飲食店の種類は以下のとおりであった。

(ａ)　「ｈ」は，そばを中心とした和食のレストランである。
(ｂ)　「ｋ」は，洋食中心のファミリーレストランである。
(ｃ)　「ｓ」は，フランチャイズ店のハンバーガーショップである。
(ｄ)　「いをり」は，そば懐石料理を提供するレストランである。
(ｅ)　「ｎ」は，総菜及び串焼き等を提供するダイニングバーである。
(ｆ)　「ｐ」は，フランチャイズ店の総菜及び創作料理等の無国籍料理を提

供するレストランである。
ｂ　平成８年２月当時，被告が経営する店舗は７店舗で，店長は６人であっ

た。
(ａ)　ｈi店　

７店舗中売上高は最も多かった。
(ｂ)①　ｈｊ店

デパート内のテナント店舗であり，ｈｊ店単店の売上高はi店に次ぐ
が，ｒｊ店の売上と合算した売上高は，i店よりも多かった。
②　ｒｊ店（なお，店長はｈｊ店店長と兼務である。）

(ｃ)　ｋｍ駅前店
(ｄ)　ｓｍ駅前店
(ｅ)　ｎo店
(ｆ)　ｐo店

(2)　Ｅの経歴及び性格等
ア　Ｅと被告との間の雇用契約及び経歴

(ア)　Ｅは，昭和２２年１月２日生まれで，原告Ａと昭和４５年１０月１６日挙式を
行い，同月２６日に婚姻の届出をし，同原告との間で，昭和５０年４月１７日
に原告Ｂを，昭和５６年８月１８日に原告Ｃをもうけた。

(イ)　Ｅは，昭和４７年３月以降，喫茶店等の飲食業に従事し，昭和４９年７月
には調理師免許を取得した。

(ウ)　Ｅは，将来はそば屋を開業することを目指しており，被告との間で，昭和
５０年７月１６日，アルバイトとして雇用契約を締結し，その後，同年９月，正
社員として雇用契約を締結した。 

(エ)　Ｅは，昭和５０年７月１６日からｈｊ店にて，調理師見習として勤務していた



が，その後，同店調理場チーフとなり，昭和５７年６月からｈｔ店店長として勤
務していた。

(オ)　Ｅは，関東の他社の店舗に研修に行くなどして，調理場の配置，器具及
び食器の調達，メニューの作成等のi店の開店準備に関与し，昭和６１年２
月のi店開店時からi店チーフとして勤務を始めた。

なお，当時のi店店長はＨ営業部長であった。
(カ)　Ｅは，平成４年７月１日付で，i店チーフからi店店長に昇格し，Ｈ営業部長

が，i店店長からｊ店店長に異動した。
Ｅは，i店店長の就任後もi店チーフを実質的に兼務していたが，Ｒが，そ

の後，i店チーフに就任した。
イ　Ｅの性格等

(ア)　Ｅの性格は，明るく，几帳面で，責任感が強く，自身の考え方にこだわり
があるが，自己主張は強くなく相手方に合わせる方であり，どちらかといえ
ば短気で，あまり社交的ではなく，部下に対する思いやりがあった。

また，Ｅのし好は，平成８年２月１０日当時で，たばこは１日２０本喫煙し，
酒はほとんど飲まないというものであった。

(イ)　Ｅの血縁者には精神疾患の既往歴を有する者はなく，Ｅについては，平
成６年５月９日に武田総合病院にて自律神経の機能障害と診断されたこと
があるが，他に精神疾患の既往歴は窺われない。

(3)　i店店長の業務内容等
ア　i店

(ア)　i店の営業時間等
ａ　i店の営業時間（平成４年７月以降）

i店の営業時間は午前１１時から午後９時３０分であり，従業員の勤務
時間は午前９時から午後１０時であった。

ｂ　i店の勤務時間及び休憩時間
従業員は，就労規則上，交代制で１日８時間就労することとなってお

り，４５分間の休憩時間が設けられていたが，従業員は，実際には，午
後３時ころのいわゆるアイドル・タイムに交代で３０分程度の休憩を行っ
ていた。

店長も，上記アイドル・タイムに休憩することもあり，Ｅも，アイドル・タイ
ムに休憩をしたり，私用のため外出することがあった。

ｃ　i店の定休日（平成４年７月以降）
i店の休業日は８月の第４水曜日及び１月１日の２日であり，８月の第

４水曜日は全店のレクリエーション日とされ，１月１日は前日１２月３１日
から早朝まで営業を行っていた。

(イ)　i店の位置づけ
ａ　Ｆ会長の親族であるＩが実質的経営者として，Ｆ会長が所有する京都市ｅ

区ｆ町ｇ番地（以下，「i店舗所在地」という。）にて著名なナイトクラブであっ
たベラミを経営していたが，Ｆ会長は，ベラミの跡地に，i店を開店するた
めに，昭和６１年１月，店舗用建物を建築した。

i店舗所在地には，遅くとも，平成４年７月ころには，Ｆ会長等の役員及
び本部従業員が勤務する事務所が置かれていた（なお，被告の商業登
記上は，平成１３年４月１０日にi店所在地に本店が移転したこととなって
いる。）。また，i店所在地の隣には，被告の製麺所が設置され，i店チー
フが同製麺所の責任者を兼ねていた。

ｂ　i店は，開店時の構想として，同じ系列店であるｈｊ店と比べて高級感を特
色とするものであった。

そして，i店は，その後，３階の宴会場部分が増築され，そばと天ぷらを
基本としつつ宴会料理として会席料理も一部メニューに取り入れた店舗
として運営されていた。

ｃ　i店は，上記のとおり，ｈｊ店とお鷹茶屋の売上を別個に算定した場合は
被告の経営する７店舗中最も売上の多い店舗であった。

また，被告の全従業員の年頭の定例会，及び，毎月の全従業員の朝
礼はi店にて開催されていた。

(ウ)　平成７年ころのi店の人員構成
ａ　調理場は，Ｒをチーフとし，他に４名の調理担当の従業員及び三，四名

の洗い場担当のパートタイム又はアルバイトの従業員がいた。



Ｒ及び調理担当の従業員は，平日に交代で休暇をとって，平日は４名
が出勤し，休日及び土曜日には，５名が出勤していた。

ｂ　接客には，パートタイム又はアルバイトの従業員のまとめ役であるホー
ルマネージャー２名及びパートタイム又はアルバイトの従業員が１０名な
いし１５名であった。

パートタイムの従業員であったＭが昼のホールマネージャー，及び，Ｓ
が夜のホールマネージャーであったが，Ｍは，平成７年７月ころから産休
として長期休暇を取得しており，代わりに平本某が配属されていた。

また，Ｔは，下記花番を行えるほどの経験を有するアルバイトの従業
員であったが，Ｔは，平成８年３月卒業予定の４年制の大学の学生であっ
て，平成７年は同年１０月まで，就職活動を理由に出勤が少なくなってい
た。

イ　店長の待遇
(ア)　被告にて，店長の出勤時間及び退勤時間につき，定めや指示はなかっ

たが，タイムカードによって店長の出退勤は管理されていた。
(イ)　店長の給料は，基本給及び役付手当等の定額であって，時間給ではな

かった。
ウ　店長会議

(ア)　出席者及び開催日
店長会議は，Ｇ社長，Ｄ専務（後に出席しなくなった。），及び，各店舗の

店長等を出席者として，毎月中旬及び毎月２７日ころの月２回開催されてい
た。

(イ)　通常の会議内容
ａ　毎月中旬の店長会議は，主として各店舗の売上に関する現状報告がな

され，客の動向及び売れ筋商品等の資料，並びに，売上目標と実際の
売上高に関する全店又は各店舗別の一覧表等に基づき，主としてＧ社
長と各店長の質疑応答が行われた。

ｂ　毎月２７日ころの店長会議は，当月の売上目標の達成に関する報告，
並びに，翌月の売上目標及び営業体制の確認が行われ，年２回の全社
キャンペーンの開催時には，同キャンペーンの検討が行われた。

(ウ)　年度目標の策定
店長は，各店舗の次年度の年間売上目標案を毎年１１月の店長会議に

て提出し，Ｇ社長の了承を得て年間売上目標を決定する。
店長は，決定された年間売上目標に基づいて月別の売上目標案を作成

して，毎年１２月の店長会議にて提出し，Ｇ社長の了承を得て決定する。
年間売上目標は，前年度の売上を数パーセント増加させた額で定めら

れることが多く，売上目標が達成できない場合は，上記(イ)のとおり，店長
会議にて売上増加の施策について協議することとなっていた。

(エ)　懇談会（店長会議以外の店長の会合）
毎月月初めの管理職全員及び事務に支障のない従業員による全社従

業員の朝礼の後，店長が集まって懇談会が行われていた。
エ　メニューの改訂，新商品の開発

被告の経営するｈにおいては，夏メニューと秋冬メニューの２種類があり，Ｅ
は，i店及びｊ店のチーフと調整して，メニューの改訂作業を行っていた。

オ　従業員の手配，管理及び交代要員の確保（毎週の業務）
(ア)　店長は，毎週，時間帯ごとに必要な人員を算定して，被告から指示され

た売上の一定割合の人件費の範囲内で，各従業員の出勤日，出勤時間，
退勤時間を定めて，出勤の手配，管理，及び，休業・欠勤時の交代要員の
確保といった従業員の出勤管理を行っていた。

(イ)　i店では，昼間に勤務するパートタイム又はアルバイトの従業員は主婦が
多く，昼間の出勤管理に関しては負担は軽かったが，夜間に勤務するパー
トタイム又はアルバイトの従業員は学生が多かったため，同従業員との調
整等の負担が重かった。

カ　毎日の業務
(ア)　店舗の営業管理全般

店長は，開店前の掃除・開店準備から閉店後の片付けまで，店の営業
の最終責任者として営業が円滑に行われるように店舗全体に目配りし，従
業員を指導監督することを業務としていた。



なお，店長は，出勤退勤時間の定めがなく，開店前の掃除，開店準備，
閉店後の業務等すべての店舗業務につき，出勤して直接に指導監督する
必要はなかった。

しかし，Ｅは，開店準備，閉店後の業務の時間帯にも勤務して，自ら率先
して業務を行っていた。

(イ)　客からの注文，調理，提供の管理及び采配
ａ　i店においては，営業時間中の午後０時から午後２時ころまで及び午後６

時から午後８時までの繁忙時間に，客からの注文内容，調理場への注
文の伝達，注文に応じた食事の提供を確認し，指示，采配を行う花番と
称する業務が行われていた。

ｂ　花番と呼ばれる上記業務を行うことができるのは，一定の経験を有する
者に限られ，平成７年当時のi店においては，Ｅ，Ｍ（産休による長期休暇
中は平本が代わりに配属されていた。），Ｓ，及び，Ｔの４名のみであっ
た。しかし，Ｍは，平成７年７月以降長期休暇中であり，Ｔは平成７年１０
月まで就職活動のためにあまり出勤していなかった。

そこで，Ｅは，Ｔ等に花番を任せることもあったが，自ら花番を行うこと
が多かった。

ｃ　そして，花番は，立って行う注意して処理する必要がある業務であり，特
に混雑時には処理が錯綜し，身体的にも精神的にも非常に疲れる業務
であった。

(ウ)　会計管理
日々の伝票（売上，仕入れ，経費）の記帳及び管理，並びに，売上金の

管理及び保管等は店長の業務であったが，店長が自ら行わなければなら
ないものではなかった。

そして，Ｅは，閉店後の総集計の便宜を考えて，営業時間中の１時間ご
との売上伝票及びジャーナルの確認作業を従業員に委ねることがあった
が，自ら，上記確認作業及び閉店後の当日の集計，記帳，現金確認，夜間
金庫への預け入れを行うことが多かった。

(エ)　接客
Ｅは，店長として，常連客等の接客を行っていた。

キ　被告役員への対応
(ア)　Ｆ会長，Ｇ社長及びＤ専務

ａ　Ｆ会長，Ｇ社長及びＤ専務は，昼食や接待にi店を利用することがあっ
た。

Ｆ会長らは，Ｅに対して，味，食器等に注文を付けることがあったが，Ｆ
会長ら３名の注文や方針が矛盾することがあったり，また，自己に提供
する料理専用の調味料の使用を要求し，売り切れの食材を営業時間中
に買いに行かせるなどの特別扱いを求めたりしていた。

ｂ　Ｇ社長は，ほぼ毎日，i店にてそばの試食を行って，Ｅに対して，そばの
味に注文を出すなどしていた。

(イ)　Ｇ社長
Ｇ社長は，i店の営業時間中に，頻繁に，Ｅに対し，被告全体の経営の方

策やi店の売上増加策等について相談したり，着想を求めたりしていた。
そして，Ｇ社長との話は数時間に及ぶこともあり，Ｅ自身は，Ｇ社長の話

を，むしろ，i店の売上減少に関する叱責と捉えることもあった。
ク　Ｈ営業部長のi店における勤務状況

Ｈ営業部長は，Ｅのi店店長の就任前及び本件自殺後に，i店店長として勤
務していた。

Ｅがi店店長として開店準備等の時間帯も勤務して従業員の指揮監督をし
ながら自ら率先して開店準備等の業務に関与していたのに対し，Ｈ営業部長
はi店店長として開店準備の時間帯には出勤しないなど従業員に業務を委ね
た上での従業員の監督を重視して店長の業務を行っていた。

また，Ｈ営業部長は，i店店長として，平均して，１２時間程度勤務していた。
(4)　i店の売上減少及びこれに対する対応

ア　i店の売上減少
(ア)　年間売上

i店の売上は，平成５年で１億６１８６万８０００円（１千円未満は不明，以
下，この項同じ。），平成６年で１億５１９３万８０００円，平成７年で１億４４０



６万１０００円であり，平成６年の年間売上は平成５年分の約９３．９パーセ
ントで，平成７年の年間売上は平成５年分の約８９．０パーセントであった。

なお，被告の全店合計の売上は，平成５年で７億４８８１万１０００円，平
成６年で７億３７６３万１０００円，平成７年で７億２２０７万００００円であり，
平成６年の年間売上は平成５年分の約９８．５パーセント，平成７年の年間
売上は平成５年分の約９６．４パーセント，平成８年の年間売上は平成５年
分の約９６．５パーセントであった。

    　　(イ)　月別売上
i店の売上は，前年の同月の売上と比較すると平成６年８月から平成７年

７月まで売上の低迷が顕著であり，平成７年８月以降は平成５年の同月の
水準には及ばないものの平成６年の同月の水準と比較して売上は増加し
ていた。

イ　i店の売上減少への対応
上記のとおり，i店の売上は，被告全店の売上の約５分の１を占めており，

また，被告全店の年間売上の減少分のほとんどはi店の売上減少によるもの
であったから，被告において，i店の売上増加は急務とされていたことと推認さ
れる。
(ア)　Ｇ社長は，Ｅに対し，店長会議の他にも営業時間中に下記のi店の売上

減少に関する方策を立案するよう求めており，ときには，数時間，Ｇ社長と
Ｅが話を行うこともあった。

(イ)ａ　Ｇ社長は，i店の売上減少の原因は宴会利用の減少であると考え，店
長会議及び役員会を経て，ベラミの会員組織であった「オーナーズクラ
ブ」に以前所属していた優秀な営業職を集めてi店の宴会に関する営業
部門を組織し，Ｅを含めて宴会客の勧誘活動を行わせることとした。

ｂ　Ｅ自身も，契約社員等とともに，平成７年９月から，官庁や企業への飛び
込み勧誘による宴会客獲得の営業活動に従事していた（その頻度など
は的確に認定できない。）。

しかし，Ｇ社長は，Ｅが営業の経験及び営業の管理職としての経験を
有さず，また，営業活動を苦手としているため，上記営業活動が十分に
行われていないと考えていた。

(5)　異動の内示
Ｇ社長は，i店の宴会に関する営業活動を活発にするために，営業を不得手と

するＥに代えて，オーナーズクラブにて営業の指揮を行っていたＨ営業部長をi店
の店長に異動させ，Ｅをｊ店の店長に異動させることを決めた。Ｅは，Ｇ社長から，
上記異動の内示を受けて，平成８年１月ころ，一度は承諾したものの，その後数
回にわたり，Ｇ社長に対し，異動に抵抗を示しており，Ｇ社長はＥを強く説得して
いた。Ｈ営業部長もＥに対して説得を試みていたが，異動を拒む理由について具
体的な返答をしない状況であった。

(6)　Ｅの自殺に至るまでの精神状態等
ア　Ｅは，平成６年５月９日，二，三日前から熱，咽頭痛及び咳の風邪の症状が

あり，また，以前から緊張すると腹部が張って下痢をすると訴えて，武田総合
病院を受診し，同病院内科で，自律神経の機能障害と診断され，同月１１日，
半日の人間ドックを受診した。

イ　Ｅは，平成７年夏ころから，原告ら家族から用事を頼まれても面倒くさがるよ
うになり，原告ら家族と例年行っていた８月のキャンプにも行かず，従前は子
供の学校行事には出席するようにしていたが，原告Ｃの合唱コンクールや空
手の発表会に欠席した。また，Ｅ及び原告らは，平成７年１０月１６日の結婚
記念日に家族揃って食事をしたが，その際，Ｅは，原告Ｂ及び原告Ｃに対し，
「こんな生活ができるのもお母さんが頑張っているからや。お前ら，お母さんを
ちゃんと大事にしなあかんぞ。」と言っていたが，どこかぎこちない雰囲気であ
り，さらに，食事の帰りに，原告Ａに対し，「宴会が少ないから，新規開拓してこ
いと言われて，府庁や市役所の辺りを飛び込みセールスして回っている。俺
の一番嫌なことで辛いのや。」と言っていた。

ウ　Ｅは，平成７年９月ころから，帰宅するなりトイレに長時間入って，原告Ａに対
し「下痢なんやけどあまり出ない。腹が痛い。」と言ったりするなど，頻繁に，頭
痛，腹痛，腰痛，下痢及び便秘を訴えるようになり，原告Ａは，Ｅに，整腸剤，
疲労回復剤及び健康食品等を与えていた。

エ　Ｅは，平成７年１２月下旬ころから，原告Ａから見て無口になり，時々考え事



をしているようであり，また，Ｅは，毎年年末には，原告Ａら家族を誘って忘年
会を行っていたが，平成７年の年末には忘年会の誘いはなかった。

オ　Ｅは，従前は，原告Ａらに声を掛けて出勤し，帰宅後，風呂に入って入念に
髭を剃り，軽い食事を取ったり，コーヒーやビールを飲みながら，新聞を読ん
だり，プロ野球ニュースを見たりして，原告Ａと話をするなどしていたが，平成
８年１月ころから，黙って出勤するようになり，帰宅後も，新聞の求人欄をぼん
やりと眺めているようになった。

カ　Ｅは，平成８年１月２日の原告Ａの親族との新年会では，Ｅの好物の蟹すきを
ほとんど食べることなく，また，原告らとのゲームに参加することもなく，伏し目
がちで固い表情で黙っていた。

また，Ｅは，同月に，原告Ａに，「このごろ，ご飯が食べられへんから，お粥
作ってくれ。」と言ったり，帰宅後，吐き気を催したりしており，痩せた様子であ
り，同月１３日の原告Ａの誕生日に，原告ら家族とカラオケ店に行ったが，１曲
も歌うことなく，伏し目がちにしており，原告Ａらが利用時間の延長を誘うと，
「何時だと思っている。明日も仕事だ」と怒鳴るなどした。

キ　Ｅは，転職を考えて，タクシー会社の採用面接を受け，平成８年１月３１日，
タクシー会社から内定通知が届いた。

ク　i店の従業員であったＫが，平成８年１月ころ，i店から退社した後に忘れ物を
取りに戻って，出入口近くのレジスターの所にいたＥに鍵を開けるよう扉を叩
いて呼んだが，しばらく，気づかなかったことがあった。

ケ　Ｅは，血尿が出て，平成８年２月１日，武田総合病院の泌尿器科を受診し，さ
らに，不眠，食欲減退，急に痩せるなどの症状を訴えて，神経内科を受診した
が，Ｅは，武田総合病院の泌尿器科で，会議でノイローゼ状態であること，排
尿時の痛み，食欲不振，及び，風邪の症状を訴え，また，同病院の神経内科
で，「三，四日前から考え事をすると，同じことをグルグル考えてしまう。３日く
らい満足に食事摂れない。一，二日前眠り難い。」と訴え，抗不安剤（デパ
ス），抗うつ剤（ドグマチール）を処方され，同月１３日，同神経内科で，処方さ
れた薬はあまり効果がないが，デパスの服用でよく眠れると訴えていた。

コ　Ｅは，平成８年２月上旬ころ，原告Ａから見て生気がなく，食事量も徐々に少
なくなり，睡眠時間は３時間ないし４時間程度で夜中に何度も目が覚めると訴
えており，風呂に毎日入らなくなり，髭や服装にも頓着しなくなった。また，Ｅ
は，原告Ａに対し，「このごろ，毎日のように社長に呼ばれて，長い話で嫌にな
る。今年になってから毎日用事もないのに客席に一人ずっと座っているのでう
っとうしい。」と言っていた。

サ　Ｅは，Ｇ社長に，不眠を訴えて，睡眠導入剤をもらったりしたが，その数日後
の平成８年２月１０日，i店で，だし汁を持って３階と２階の間の階段の途中で
足を滑らせて転落するとの本件転落事故が発生し，左肩部腰部打撲傷及び
腹部内臓損傷の疑いがあるとの診断にて，観察目的で京都四条病院に１週
間の入院加療を受けることとなった。

Ｅは，京都四条病院に駆けつけた原告Ａに対し，「実は３月からｊ店へ行けと
言われている。そのことで俺はノイローゼになっているんや。」，「もう店長とし
ての自信なくしたんや。ようしていかん。」と言っており，また，付き添ってきた
i店の従業員に対し，「早く店に帰れ。」，「付いてなくてもいいから，帰れ。」と怒
っているかのような厳しい口調で言っていた。

さらに，Ｅは，同日，原告Ｂとの電話で，「すまん，すまん。」と繰り返すのみ
で，原告Ｂとの間で会話が成立しなかった。

シ　Ｅは，平成８年２月１１日，Ｇ社長の見舞いを受けた後，退院を強く希望した。
また，Ｅは，午後９時ころ，i店に電話を掛け，業務の指示を行っていた。

ス　Ｅは，平成８年２月１２日，仕事の段取りがあるとして，i店に出勤した（なお，
タイムカード上は公休扱いとなっている。）。

セ　Ｅは，平成８年２月１３日，会長宅の法事があるとして午前９時１５分にi店に
出勤した。Ｅは，同日，本件転落事故による傷害につき，京都四条病院にて診
療を受けたが，「２日間，自宅で安静にするも，余りよくならない。」旨を訴えて
いた。

ソ　Ｅは，平成８年２月１４日朝，原告Ａからバレンタインデーのプレゼントを受け
取ったが，無表情のまま，「Ｃにはやったか」と尋ねただけで出勤した。

タ　Ｇ社長は，Ｅと，同日昼にi店の座敷で，ｊ店店長への異動につき２時間程度
話をしたが，Ｅは，その際に，ｊ店店長をやりたくないので，i店のチーフにして



欲しいと言ったが，Ｇ社長は，これを断って，異動の話は白紙撤回するなどと
話をして，Ｅを座敷に残して帰った。

(7)　Ｅの自殺
Ｅは，平成８年２月１４日の被告i店での勤務を終えて，翌１５日午前１時１５分

ころ，京都市ａ区内の団地の４階から投身自殺を図り，全身打撲による内臓破裂
により死亡した。なお，Ｅの遺書は発見されていない。

(8)　うつ病について
ア　うつ病は精神及び行動の障害であり，ＩＣＤ－１０の「診断ガイドライン」によれ

ば，うつ病エピソード（Ｆ．３２．）の診断ガイドラインは，「抑うつ気分」「興味と
喜びの喪失」「易疲労感の増大」を３典型的症状とし，他の一般的症状として，
①集中力，注意力の減退，②自己評価と自信の低下，③罪責感と無価値感，
④将来に対する希望のない悲観的な見方，⑤自傷あるいは自殺の観念や行
為，⑥睡眠障害，⑦食欲不振を挙げている。そして，(ア)典型的３症状のうち，
少なくとも２つと，上記①から⑦の症状のうち少なくとも２つが存在することが
「軽症うつ病エピソード（Ｆ．３２．０）」の診断確定の必要条件とされ，また，(イ)
典型３症状のうち少なくとも２つと上記①から⑦の症状のうち少なくとも３つ（４
つが望ましい）が存在することが「中等症うつ病エピソード（Ｆ．３２．１）」の確
定診断の必要条件とされ，(ウ)典型３症状のすべて，さらに少なくとも上記①
から⑦の症状のうち４つ，そのうち幾つかが重症であることが「精神病症状を
伴わない重症うつ病エピソード（Ｆ．３２．２）」の確定診断の必要条件とされて
いる。

イ　うつ病の誘因は様々であるが，(ア)職場におけるストレス要因（仕事量や難
易度などの仕事の要求，仕事の裁量性，上司，同僚などの仕事の支援）(イ)
職場以外のストレス要因（家族からの要求や異性友人との関係，経済的問題
など），(ウ)個体的要因（遺伝的素因，ストレス処理能力など）があり，ストレス
緩和要因として，職場の上司同僚，家族友人などからの具体的あるいは精神
的支援がある。長時間労働は，心身の極度の疲弊，消耗を来し，うつ病の原
因となる場合がある。

ウ　うつ病患者は，強い絶望感，無力感，厭世観，虚無感，自責感等に基づく自
殺念慮にかられて自殺を図ることが，健常者に比して多い。

エ　ＩＣＤ－１０のＦ０からＦ４に分類される多くの精神障害では，精神障害の病態
として自殺念慮が出現する蓋然性が高いと医学的に認められることから，上
記精神障害が発病したと認められる者が自殺を図った場合には，精神障害に
よって正常の認識，行為選択能力が著しく阻害され，又は自殺行為を思いと
どまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態で自殺が行われたものと
推定するのが相当される。

上記認定に反する証人Ｇ，同Ｈ，同Ｑの供述部分は，上記証拠に照らして，措信
できず，以上の認定を覆すに足りる証拠はない。

２　第２，１争いのない事実等欄記載の事実及び以上の認定事実に基づき，判断す
る。
(1)　争点(1)について

ア　長時間労働及び業務の過重性について
(ア)ａ　Ｅの平成７年１月２１日から平成８年２月１４日までのタイムカード上の

労働時間は上記第２，１(3)のとおりで，休日は月２日程度しかなく，１日
平均労働時間は約１２時間に及んでいる。

ｂ　原告らは，Ｅが上記タイムカード上の退勤時間を超えて仕事に従事して
いた旨主張する。

しかし，上記第３，１(3)イ(イ)記載の店長職の給与額の決定基準に照
らせば，Ｅにおいて，実際の退勤時に先立ってタイムカードにて退勤の処
理を行う動機があったとはいえないし，また，他に上記タイムカード上の
処理を日常的に行っていたと認めるに足りる証拠はないから，上記原告
らの主張は採用できない。

ｃ　また，被告は，Ｅは，店長の裁量に基づいて自らの勤務時間を決定する
ことができ，現にアイドル・タイムに休憩するなどしていたから，タイムカ
ード上の就労時間のすべてが被告の業務への従事に当てられていたも
のではないと主張し，乙１５，２３，２４，３５，４２，証人Ｑにはこれに沿う
供述記載及び供述部分がある。

しかし，上記供述記載等は，一方的なものであったり，あるいは伝聞



であって，Ｅが実際に上記時間帯に休憩することが多かったと認めること
はできない。

ｄ　むしろ，Ｅは，上記認定事実のとおり，アイドル・タイムに休憩したり，私
用に当てたりすることはあったが，従業員の監督とあわせて自らも率先し
て業務に従事していたとの勤務態度に照らせば，タイムカード上の勤務
時間中はほとんどは業務への従事に当てられていたといえる。

とすれば，Ｅは，上記第２，１(3)記載のタイムカードによる勤務時間の
とおり，被告の業務に従事していたと認められる。

(イ)ａ　被告らは，Ｅの業務の過重性に関して，店長の裁量として，勤務時間を
決定すること及び業務を他の従業員に委ねることができた旨主張し，上
記第３，１(3)によれば，店長としてi店の業務の一部を従業員に委ねるな
どして，自らの業務の負担を一定程度軽減することができたと認められ
る。

ｂ　しかし，①上記１(3)ク記載のとおり，Ｈ営業部長は，Ｅと比べて自ら業務
に従事することよりも従業員の指揮監督を重視してi店店長の業務を行っ
ていたにもかかわらず，勤務時間は平均して１２時間程度であったことか
らすれば，被告からi店店長として与えられていた裁量をもって勤務時間
の軽減を容易に図ることができたとはいえないし，また，②Ｅが率先して
業務に自ら関与し，かつ，しばしば花番及びレジスターの会計管理を行
っていたことは店長業務の遂行の態様として通常であるといえ，自らの
負担を殊更に加重していたともいえない。

(ウ)　そして，上記認定のＥの労働時間，i店店長の業務内容及び店長の裁量
により勤務時間の軽減を容易に図ることができたとはいえないことに加え
て，上記１(4)記載のとおり，i店の売上は少なくともＥの同店店長在任中に
は十分に回復しておらず，Ｇ社長は，Ｅに対して，売上の回復を求め続けて
いたことに照らせば，Ｅは，被告により過重な労働を強いられていたという
べきである。

イ　異動の内示について
原告らは，i店は被告の中核店舗であって，Ｅのi店店長からｊ店店長への異

動は左遷であると主張し，これに沿う上記１(3)ア(イ)の記載の事実が認めら
れ，また，Ｅにおいても，Ｏ及びＬと同様に，i店が被告の中核店舗であると認
識していたことは推認しうる（証人Ｏ，証人Ｌ）。

しかし，上記認定事実のとおり，本件自殺時のｊ店店長であったＨ営業部長
は，Ｅがi店チーフであったころのi店店長であっていわばＥの元上司であり，ま
た，被告の取締役でもあったことからすれば，上記異動が左遷とは認められ
ない。

また，上記異動は，上記１(5)のとおり，i店の売上の回復のために営業が不
得手なＥに代えて営業を得意とするＨ営業部長をi店店長とするものであって，
経営上の必要に基づく一応正当なものというべきであるが，Ｅの意思に反する
ものであって，Ｅが何度も抵抗を示していたにもかかわらずＧ社長において強
く異動を説得しており，これが，Ｅに対するストレス要因となったといえる。

ウ　以上によれば，Ｅのi店における業務の遂行については，(ア)過重な長時間
労働が持続し，(イ)店長としての業務内容は過重であるとともに，i店の売上減
少により，これを回復するため種々努力を重ねることを要求されたが，その効
果が十分に出ていない状況にあり，(ウ)さらに，これに対して，Ｇ社長がＥをi店
からｊ店への異動を決めて，Ｅの意に反し実行すべく強く説得するなど，職場に
おけるストレス要因が積み重なっていたと認めるのが相当である。

(2)　争点(2)について
ア　前記認定事実によれば，Ｅは，精神疾患の既往症はなく，調理師として被告

に入社し，平成４年i店店長に昇格したが，責任感が強い性格も影響して，平
成７年秋ころから，快楽感情への興味が減退し，疲労感の増加，頭痛，腹痛
を訴えており，上記の長時間労働等の結果，平成７年１２月ころからは，抑う
つ気分，焦燥感，全身倦怠，疲労感，会話の減少，関心の低下，思考力低
下，おっくう感，自信喪失，閉塞感，睡眠障害，罪責感情，食欲変化などのう
つ病の症状（上記中等症うつ病エピソード）を呈するようになった末，Ｇ社長か
ら意に反する異動の内示を受けて，強く説得されたことがきっかけとなって，う
つ病によって，正常の認識，行為選択能力が著しく阻害され，又は自殺行為
を思いとどまる精神的な抑制力が著しく阻害されている状態にて，衝動的に



自殺を図ったと認めるのが相当である。
なお，(ア)Ｊ医師は，平成８年２月１３日のＥの症状は軽度の抑うつ状態，あ

るいはうつ病になりかかった状態であるとの意見を披瀝している（乙１３の１・
２，２２，３２）が，十分な診断及び資料並びに経過観察に基づくものでなく，ま
た，(イ)Ｎ医師は，本件転落事故で入院した際，Ｅから精神的訴えはなく，また
病的状態とは判断しなかったとの意見を披瀝している（乙１４の１・２）が，同医
師は外科医であって精神病の診断は専門分野ではないことや，上記の観点
から十分な診察をしたのか否かは明らかでないのであって，いすれもすぐに
は採用できない。

イ　被告は，(ア)Ｅは，平成７年末や平成８年１月に同僚をラーメンやサウナに誘
い，Ｍに長女の出産祝いを持参するなどしており，元気を喪失していたといえ
ない，(イ)本件転落事故による入院中に，見舞いに訪れたＧ社長らに対して明
るく対応していたと主張し，甲２６，乙４２，証人Ｋ，同Ｇにはこれに沿う供述記
載及び供述があるが，仮に，ある時点で上記のような事実があったとしても，
うつの気分は動揺するものであるし（証人Ｐ），上記自殺に至る経緯の事実に
照らせば，Ｅがうつ病に罹患したことを否定することはできない。

ウ　また，被告は，自殺に影響した業務外の要因として，(ア)住宅ローンなどの
返済に悩んでいた，(イ)不倫関係ないし原告Ａとの夫婦関係に悩んでいたこと
を主張するが，Ｅが，これらについて深刻に悩んでいたことを窺わせる事情は
証拠上認められず（乙２３，３５ないし３７には，これに沿うかのような供述記載
があるが，一方的なものであり，すぐには措信できない。），上記主張は採用
できない。

(3)　争点(3)について
使用者は，雇用契約に基づき，その雇用する労働者に従事する業務を定めて

これを管理するに際し，業務の遂行に伴う疲労や心理的負荷等が過度に蓄積し
て労働者の心身の健康を損なうことのないよう注意する義務を負うと解するのが
相当である。

そして，Ｇ社長は，i店に日常的に出入りしていたのであるから，Ｅの前記認定
の長時間労働及び過重な業務の実態を当然知り得たはずであるが，i店の経営
改善を図ることを優先して，同人の業務などを軽減させる措置をとっておらず，
本件転落事故の数日前にはＥから不眠状態にあることを聞いているほか，本件
転落事故の存在や，異動の内示に対してチーフに戻して欲しいなどの自信喪失
と窺える訴えをしていたのであるから，Ｅの異常な精神状態を知り得たはずであ
ったが，何らこれに対する措置もとっていなかったものであるから，被告の責め
に帰すべき事由によらずにＥの自殺が発生したということはできない。

なお，被告は，(ア)本件転落事故の際，Ｅは見舞いにきたＧ社長らに対し，明
るく対応していたし，Ｇ社長らもＥに対しゆっくり静養するよう話しており，(イ)Ｊ医
師やＮ医師は，第三者からは，平成８年２月当時Ｅがうつ状態であることは分か
らないとの意見を披瀝しており，Ｇ社長には予見可能性がなかったと主張する。

しかしながら，(ア)Ｅは，Ｇ社長らの見舞いを受けた翌日には急きょ退院して業
務に従事していたが，Ｇ社長はこれを放置しており，また，Ｇ社長が静養するよう
告げた（証人Ｇ）ことからすれば，Ｅが心身の疲労状態にあったことは同社長に
おいても知っていたと窺えるところ，同社長は，Ｅの業務処理につき代替措置を
何ら講じていないのであるから，Ｅとしては早期に退院せざるを得ない状況にあ
ったというべきであり，のみならず，数日後にはＥに対し異動の説得をしていたの
であって，上記状態にあったＥに対する措置としては到底十分とはいえない。(イ)
また，Ｊ医師らの意見は，上記(2)ア(ア)(イ)に説示したとおり，十分な診察に基づ
くものと認められないから，採用できない。

(4)　争点(4)及び同(5)について
ア　逸失利益　　　　　　　　　　　　　　　　　５３１２万１７６３円

上記認定事実，証拠（甲３）及び弁論の全趣旨によれば，Ｅ（昭和２２年１月
２日生・死亡時４９歳）は，６７歳までの１８年間の就労可能であり，その間，平
成７年度の収入である年額６４９万２０００円をえられたはずであるから，Ｅの
家族状況に照らし，同人は一家の支柱であったと認められるから，生活費とし
て３０パーセントを控除し，ライプニッツ方式により年５パーセントの割合の中
間利息を控除して死亡時の現価を算定すると，以下のとおり，５３１２万１７６３
円となる。

６４９万２０００円×（１－０．３）×１１．６８９５＝５３１２万１７６３円（円未満切



捨て，以下同じ。）
なお，原告らは，中間利息の控除につき，現在の低金利状態からすれば，

その利率を年３パーセントとすべきであると主張する。そして，近時の公定歩
合及び定期預金の金利が年１パーセントを下回っていることは公知の事実で
あり，逸失利益の算定における中間利息の控除は，被害者が将来の一定時
点で受けるべき利益を被害者の死亡時における現価として算定するために，
その間の一般的な運用利率を控除するものである。

しかし，近時の公定歩合及び定期預金の金利から，将来の運用利益を予
測することは極めて困難であり，また，民事法定利率を５パーセントと定める
民法４０４条，同法４１９条は，民法制定当時の我が国及び諸外国の実情を踏
まえて一般的な運用利益を考慮されて制定されたものであって，いまだ，上記
規定は改正されていないことに照らせば，中間利息の控除につき，民事法定
利率である年５パーセントを採用しても不合理とはいえないのであって，上記
原告らの主張は採用できない。

イ　葬儀費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２０万円
本件訴訟は債務不履行責任を追及するものであるが，本件における被告

の債務不履行は不法行為にも当たりうることからすれば，葬儀費用も損害と
いうべきであり，本件に現れた諸事情に照らせば，葬儀費用は１２０万円が相
当である。

ウ　死亡慰謝料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６００万円
本件に現れた諸事情に照らせば，死亡慰謝料は２６００万円が相当であ

る。
エ　小計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０３２万１７６３円
オ　過失相殺について

(ア)　被告は，①自殺は本人の自由意思によりなされるものであり，Ｅの自殺
は多分に性格などの心因的要素によるところが大きい，②原告らは，Ｅのう
つ状態に気づいていたのであるから，被告に告知するなど何らかの措置を
とるべきであったのに，これをしなかったから，過失相殺減額をすべきであ
ると主張する。

(イ)　上記①の被告の主張について
上記のとおり，本件自殺はうつ病により正常な判断能力等が著しく阻害

された状態にて行われたものというべきであるから，自殺の事実をもって直
ちに過失相殺減額をすべきとする上記主張は採用できない。

また，労働者の性格が同種の業務に従事する労働者の個性の多様さと
して通常想定される範囲を外れるものでないときは，裁判所は，業務の負
担が過重であることを原因とする損害賠償請求において，使用者の賠償す
べき額を決定するに当たり，その性格及びこれに基づく業務遂行の態様等
を，心因的要因としてしんしゃくすることはできないというべきである（最高
裁判所平成１２年３月２４日第二小法廷判決民集５４巻３号１１５５頁参照）
が，上記認定のＥの性格は上記範囲を外れるものとはいえないから，Ｅの
性格及びこれに基づく業務の遂行の態様等がうつ病の発症及び症状の悪
化並びに自殺に寄与しているとしても，過失相殺減額をすべきとする上記
主張は採用できない。

(ウ)　上記②の被告の主張について
Ｅの前記損害は被告における勤務状態により生じたものであるところ，Ｅ

は自らの意思と判断に基づき被告の業務に従事していたものであり，原告
Ａらが，Ｅと同居していたとはいえ，同人の被告における勤務状況を改善す
る措置を採り得る立場にあったとも容易にいうことはできない。

そして，上記のとおり，Ｇ社長は，Ｅの長時間労働及び過重な業務内容
を知り得え，さらに，Ｅの不眠の訴えを聞き，かつ，本件転落事故の発生を
知っても，Ｅの業務処理につき代替措置を何ら講じることなく，業務に従事
していたＥを放置していたことからすれば，原告らが被告に対してＥのうつ
状態の告知を行えば，被告においてＥにつき適切な業務内容の軽減等の
措置が講じたはずであるともいい難いし，適切な業務内容の軽減等の措置
が講じられないままに，Ｅのうつ病につき治療が行われたとしても，これが
奏功したとはいい難い。

とすれば，原告らがＥのうつ状態等の告知などの措置を講じなかったこと
をもって過失相殺減額をすべきとする上記主張は採用できない。



カ　相続
Ｅの上記損害に係る損害賠償請求権を，原告Ａが２分の１の割合で，原告

Ｂ及び原告Ｃがそれぞれ４分の１の割合で相続したから，原告らの各相続額
は以下のとおりである。
(ア)　原告Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　４０１６万０８８１円
(イ)　原告Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　２００８万０４４０円
(ウ)　原告Ｃ                         　　   ２００８万０４４０円

キ　原告Ａの損益相殺　　　　　　　　　　　　２０９３万８０６３円
原告Ａが本件口頭弁論終結時までに労働者災害補償保険の遺族補償年

金として２０９３万８０６３円の支払を受けたことは争いのない事実であるから，
これを控除すると，同原告の損害額は１９２２万２８１８円となる。

ク　弁護士費用
弁論の全趣旨によれば，原告らは，原告ら代理人に対し，本件訴訟の追行

につきを弁護士報酬の支払を約したと認められ，本件訴訟は債務不履行責
任責任を追及するものではあるが，本件における被告の債務不履行は不法
行為にも当たりうることから，弁護士費用も認められるべきであり，上記認容
額，本件訴訟の難易，その他の事情を考慮すると，原告Ａについては，１９０
万円，原告Ｂ及び原告Ｃについては，各２００万円が相当である。

ケ　原告らの各損害合計
(ア)　原告Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　２１１２万２８１８円
(イ)　原告Ｂ　　　　　　　　　　　　　　　　２２０８万０４４０円
(ウ)　原告Ｃ  　　　　　　　　　　　　　　　２２０８万０４４０円

第４　以上によれば，原告らの本件請求は上記の限度で理由があるから認容すべきで
あり，その余は理由がないから棄却すべきである。よって主文のとおり判決する。

　京都地方裁判所第４民事部

　　　　　　　裁判長裁判官　　　　　　　　松本　久

　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　　　関根規夫

　　　　　　　　　　裁判官　　　　　　　　稲吉大輔

（別紙省略）


